
福岡銀行法人デビット会員規約 

JCB デビット会員規約(法人) 

第1章 総則 

第1条(会員) 

1. 株式会社福岡銀行(以下「当行」という。)に普通預金口座(以下「預金口座」という。)を開設し、かつ本規約を承認の

上、当行および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行と JCB を併せて「両社」という。)に対して、両社所定の

入会申込書等により JCB デビットカードの貸与を申し込まれた官公庁、法人、社団、財団もしくはその他の団体(以下総

称して「法人等」という。)または個人で事業を営む方(以下「個人事業主」という。)で、両社が承認した法人等または個人

事業主を法人会員といいます。また、個人事業主である法人会員を個人事業主会員といいます。 

2. カード(第 2 条第 2 項に定めるものをいう。以下同じ。)の使用者として法人会員によって指定され、かつ本規約を承認のう

え JCB デビットカードの貸与を申し込まれた個人の方で、両社が入会を承認した方をカード使用者といいます。また、カード

使用者のうち、法人等を代表する権限のある方を代表使用者といいます。 

3. 法人会員と代表使用者を併せて支払責任者といいます。 

4. 法人会員とカード使用者を併せて会員といいます。 

5. 個人事業主会員自身がカード使用者となったときは、当該個人事業主は、本規約に定められた法人会員としての責任お

よびカード使用者としての責任の双方を負うものとします。 

6. 法人会員は、カード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。以下本項において同じ。)に対し、法人会員に代わって

カード(当該カードのカード番号を含む。以下同じ。)を使用して、本規約に基づくデビットカード利用(JCB デビットカードを用

いて、JCB デビットカード取引を行うこと、および第 5 条に定める付帯サービス等の利用を行うことをいう。また、モバイル端末

等にカード番号を登録するなどして、当該モバイル端末等を使用したショッピング利用等をすることが可能となった場合には、

当該行為を含む。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、法人会員は、カード使用

者に対する本代理権の授与について、撤回、取消または消滅事由がある場合は、第 29 条第 6 項所定の方法によりカー

ド使用者によるカード利用の中止を申し出るものとします。法人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両

社に対して主張することはできません。 

7. 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。 

8. 会員は、法人会員の営業のためにのみ、事業費の決済を利用目的としてカードを利用することができます。ただし、会員が

本項に違反してカードを利用した場合であっても、法人会員および代表使用者は、当該利用について当然に支払義務を

負うものとします。 

9. 会員には、プラチナ会員、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第 2 条第 2 項および第

3 項に定めるものをいう。)のサービス内容等が異なります。 

 

第1条の 2(支払責任および連絡責任者) 

1. 法人会員および代表使用者は、会員によるカード(第 2 条第 5 項に定めるカード情報を含む。)の利用代金その他本規

約において法人会員または支払責任者が負担するとされる一切の債務について連帯して当該債務を負担するものとし(民

法第 436 条)、法人会員および代表使用者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対して

も、その効力を生じるものとします。 

2. 代表使用者は、法人等の代表権またはカード使用者の資格を喪失した場合であっても、当該代表使用者とは別の個人が

両社の承認を得て代表使用者とならない限り、前項の支払責任者としての一切の債務を継続して負担するものとします。 

3. 第 1 条第 6 項に基づき本代理権を授与されたカード使用者のカード利用はすべて法人会員の代理人としての利用とな

り、当該カード利用に基づく一切の支払債務は法人会員に帰属し、カード使用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。)



はこれを負担しないものとします。また、法人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってカード使

用者(ただし、個人事業主会員自身を除く。)をして本規約を遵守させる義務を負うものとします。 

4. 法人等または個人事業主は、入会申込書に記載すべき事項等について当社から確認を行うための連絡責任者を、両社

所定の入会申込書等に記載し、当社に提出するものとします。 

5. 本規約において特に定める場合を除き、第 1 項に基づき法人会員および代表使用者が連帯して負担する債務について

は、民法の連帯債務に関する規定が適用されるものとします。 

 

第2条(JCB デビットカード) 

1. 「JCB デビットカード取引」(以下「デビット取引」という。)とは、法人会員が決済口座として預金口座を設定することで、第 3

章の定めに従い、会員が加盟店(第 19 条に定める JCB カードの取扱加盟店をいい、J-Debit の加盟店ではありません。)

において商品・権利を購入すること、もしくは役務の提供を受けること、または国外の CD・ATM で現地通貨等の引き出しを

行うことに伴い法人会員に発生する債務を、JCB カード取引システム(J-Debit の決済システムではありません。)を用いて、

預金口座から引き落とす方法により決済する取引をいいます。 

2. 「JCB デビットカード」(以下「カード」という。)とは、デビットカード利用を行う機能を有するカードをいいます。カードには、IC チ

ップが組み込まれた IC カード(以下「IC カード」という。)を含みます。 

3. 当行は、会員本人に対し、当行が発行するカードを貸与します。 

4. カード使用者は、カード(ただし、署名欄(サインパネル)が設けられていないカードを除く。)を貸与されたときに直ちに当該カー

ドの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。 

5. カードの券面またはカード使用者本人のみが閲覧できる画面等には、以下の情報の全部または一部が表示されています。 

(１) カード使用者の氏名 

(２) カード番号およびカードの有効期限(以下併せて「カード番号等」という。) 

(３) セキュリティコード(カード裏面に印字される場合には、署名欄(サインパネル)に印字される 7 桁の数値のうち下 3 桁ま

たは「SECURITY CODE」との表記で印字される 3 桁の数値をいう。カード番号等とセキュリティコードを併せて「カード

情報」という。) 

非対面取引等においては、カードを提示することなくカード情報の全部または一部によりデビットカード利用をすることが

できますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意を

もって、カード情報を管理するものとします。 

6．カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければ

なりません。また、カードおよびカード情報は、カード使用者本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸

与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。 

 

第3条(カードの再発行) 

1. 当行は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場

合、当行が適当と認めた場合に限りカードを再発行します。この場合、支払責任者は、当行所定の再発行手数料を支払

うものとし、再発行手数料は当行が別途公表または通知します。なお、当行は、合理的な理由がある場合はカードを再発

行しない場合があります。 

2. 当行は、当行におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、カード番号の変更ができるものとします。 

3. 会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは当行の指示に従って直ちに返還するか、会員が責任を

もって切り込みを入れて破棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は何ら



の責任も負わないものとします。 

 

第4条(カード機能) 

1. 会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによってデビット取引(第 3 章に定めるデビットショッピング利

用および海外現地通貨引き出しサービスの利用)ができます。 

2. デビットショッピング利用は、第 19 条に基づき会員が加盟店から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代

金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行

は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。 

3. 海外現地通貨引き出しサービスは、第 25 条に基づき会員が JCB と提携する国外金融機関等の CD・ATM で現地通貨

等の引き出しを行うことができる機能です。 

 

第5条(付帯サービス等) 

1. 会員は、第 3 章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、JCB または当行もしくは JCB が提携する第三者

(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用すること

ができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表し

ます。 

2. 付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うも

のとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利

用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。 

3. 会員は、付帯サービスを利用するために、カード使用者がカード(第 2 条に定めるカードをいい、当該カードの種類やカード番

号等を確認できないモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社にまたは加盟店等に提示

することを求められる場合または加盟店でのカードによるデビットショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員

は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCB、またはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとし

ます。 

4. 会員は、当行が認める場合、当行が別に定めるところに従い、WEB サービス(「MyJCB」「MyJ チェック」等を含むが、それら

に限らない。以下同じ。)の登録を行うことにより WEB サービスを利用することができます。ただし、一部のカードについてはこ

の限りではありません。なお、法人会員とカード使用者では WEB サービスの利用内容が異なります。会員は、入会時、当

行が別途定める規定に同意の上、「MyJCB」および「MyJ チェック」に登録するための当行所定の手続きをとり、また当該登

録を維持するものとします。 

5. 当行、JCB またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCB またはサービス提供会社は付帯サービスおよび

その内容を変更することがあります。 

 

第6条(カードの有効期限) 

1. カードの有効期限は、カードの券面またはカード使用者本人のみが閲覧できる画面等に表示された年月(以下「有効期限

月」という。)の末日までとします。 

2. 当行は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、当行が引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新し

た新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。 

3. 有効期限内におけるデビット取引の決済については、有効期限経過後においても本規約を適用するものとします。 



 

第7条(暗証番号) 

1. カード使用者は、カードの暗証番号(4 桁の数字)を当行に登録するものとします。ただし、カード使用者からの申し出のない

場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。 

2. カード使用者は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の使

用を避けるものとします。推測されやすい番号等を使用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないもの

とします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の

際、登録された暗証番号が使用されたときは、その使用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が使用したものと推

定し、その利用代金はすべて支払責任者の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または

過失が存在しない場合には、この限りではありません。 

3. カード使用者は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。この場合、第 3 条の規

定に基づくカードの再発行手続きが必要となります。但し、両社が特に認めた場合はこの限りではありません。 

 

第8条(年会費・手数料) 

1. 支払責任者は、有効期限月の 3 ヵ月後の当行が指定する日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌

月の当行が指定する日)に、当行に対し、当行が通知または公表する年会費を毎年支払うものとします。なお、当行もしく

は JCB の責に帰すべき事由によらない退会の場合、または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお

返ししません。 

2. 当行は、預金口座から年会費相当額を引き落とす方法により、支払責任者から年会費の支払いを受けます。ただし、預

金口座の残高が不足する場合、支払責任者は、当行所定の方法により年会費を支払うものとします。 

3. カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当行が通知または公表します。 

4. 支払責任者は、第 3 条第 1 項に規定する場合のほか、会員がデビットカードを利用する場合、またはデビット取引に付随

して当行が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によっては、当行が通知または公表する手数料を

支払わなければならないものとします。手数料の支払方法については第 2 項が準用されます。 

 

第9条(届出事項の変更) 

1. 会員が両社に届け出た法人会員に係る法人名、法人代表者、代表使用者、事業内容、実質的支配者、所在地、電話

番号および預金口座、E メールアドレス等、ならびにカード使用者に係る氏名、住所、電話番号、E メールアドレス等(以下

「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。ま

た、両社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員は

これを提出しなければなりません。 

2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した第 14 条に定める

会員情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出

があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会

員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。 

3. 第 1 項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通

常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第 1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得

ない事情がある場合はこの限りではないものとします。 



 

第10条(会員区分の変更) 

1. 法人会員が申し出、両社が承認した場合、会員区分は変更になります。カード使用者が当行に対し暗証番号の変更を申

し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、カード使用者が当行に対し暗証番号の変更を

申し出た場合であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。 

2. 法人会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外の JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会

社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。この

場合暗証番号については第 7 条第 1 項を準用するものとします。 

 

第11条(取引時確認等) 

1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に

完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カード利用を制限することお

よび会員資格を喪失させることがあります。 

2. 両社は、会員が入会した後、会員が両社に申告または届け出た情報等やカード利用に関する具体的な取引の内容等を

適切に把握するため、会員に対して各種確認や資料の提出を求める場合があります。この場合、会員は正当な理由なく、

両社の求めに応じることを拒絶または遅延してはならないものとします。 

 

第12条(反社会的勢力の排除) 

1. 法人会員、法人会員として入会を申し込まれた法人等および個人事業主(以下総称して「法人会員等」という。)ならびに

カード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方(以下併せて「カード使用者等」といい、「法人会員等」と「カ

ード使用者等」を併せて「会員等」という。)は、会員等、法人会員等の役員・顧問・従業員または法人会員等を実質的に

支配しもしくは法人会員等の経営に影響力を行使できる者が暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年

を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力

集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の 9 者を総称して「暴

力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」と

いう。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要

求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流

布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行

為を行わないことを確約するものとします。 

2. 当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、

本規約に基づくカード利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カード利用を一時停止し

た場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、デビットカード利用を行うことができないものとします。また、当

行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第 29 条第 4 項(6)(7)の規定に基づき会員資格を喪失さ

せます。 

3. 会員が暴力団員等もしくは第 1 項に定める反社会的勢力各号のいずれかに該当し、もしくは第 1 項に定める前項各号い

ずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との

取引を継続することが不適切である場合には、会員は当行からの請求があり次第、当行に対するいっさいの債務を直ちに

弁済しなければならないものとします。 

4. 会員等は、本契約締結日時点で会員等と当行との間に存在するいっさいの融資・ローン・クレジット取引についても、本条



の規定が適用されることに同意します。 

5. 第 2 項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとしま

す。 

6. 第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 

(１) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 

(２) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 

(３) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員

等を利用していると認められる関係を有する者 

(４) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 

(５) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 

(６) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって

自ら利益拡大を図る者 

 

第12条の 2(マネー・ローンダリング等の禁止) 

会員は、マネー・ローンダリング、反社会的勢力(テロリストを含む。)に対して資金供与等をすること、または経済制裁関係法令そ

の他の法令もしくは国際的な規制に抵触する行為(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という。)を遂行する目的

で、またはマネー・ローンダリング等を遂行する手段として、カードを利用してはならないものとします。 

 

第13条(業務委託) 

会員は、当行が代金決済事務その他の事務等を JCB に業務委託することを予め承認するものとします。 

 

第2章 会員情報の取扱い 

第14条(会員情報の収集、保有、利用、預託) 

1. 会員等は、両社が会員等の会員情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 

(１) 本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくは JCB または両社との取引に関する判断および入会後の

管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩の会員情報を収集、利用すること。 

① 法人名、法人代表者、カードの利用目的、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号、E メールアドレス

等、法人会員等が入会申込時および第 9 条等に基づき入会後に届け出た事項。 

② 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、E メールアドレス

等、カード使用者等が入会申込時および第 9 条等に基づき入会後に届け出た事項。 

③ 入会申込日、入会承認日、有効期限、会員等と両社との契約内容に関する事項。 

④ 会員のカードの利用内容、支払責任者の支払状況、会員からのお問い合わせ内容およびカードの利用可否判

断や立替払代金回収その他入会後の管理において両社が知り得た事項。 

⑤ 法人会員等が入会申込時および入会後に届け出た年商・損益等、当行または JCB が収集したデビットカード

利用・支払履歴。 

⑥ 犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出し

た本人確認書類等の記載事項。 

⑦ 当行または JCB が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機



関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③④のうち必要な情報が公的機関に開示され

る場合があります。)。 

⑧ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。 

⑨ インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面

等に入力した氏名、E メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下

「オンライン取引情報」という。)。 

⑩ インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に

使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OS の種類・言語、IP アドレス、位

置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。 

(２) 以下の目的のために、前号①②③④⑤の会員情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目

的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行または JCB に中止

を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約

末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。 

① カードの機能、付帯サービス等の提供。 

② 当行の預金事業、貸付事業、JCB のクレジットカード事業、およびその他の当行もしくは JCB または両社の事

業(当行または JCB の定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の

判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の家族または親族との取引上の判断を含む。)。 

③ 両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。 

④ 両社事業における宣伝物の送付または電話・E メールその他の通信手段等の方法による、当行、JCB または加

盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。 

⑤ 刑事訴訟法第 197 条第 2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等

から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。 

(３) 本契約に基づく当行または JCB の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項

(1)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩の会員情報を当該業務委託先に預託すること。 

(４) 割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオン

ライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑨⑩の会

員情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正

利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本

人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業

務のために、本項(1)⑨⑩の会員情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業

者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該会員情報を個人が

直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する

両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCB の

ホームページ内の J/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。 

2. 会員等は、当行、JCB および JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社が、与信判断および与信後の管理、

その他自己との取引上の判断のため、第 1 項(1)①②③④⑤の会員情報を共同利用することに同意します。(JCB カード

取引システムに参加する JCB の提携会社は次のホームページにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/)

なお、本項に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任を有する者は JCB となります。 

3. 会員等は、当行または JCB が会員情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共

同利用会社のサービス提供等のため、第 1 項(1)①②③④の会員情報を共同利用することに同意します(共同利用会社

および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)。なお、本項に基づく共同利用に係る会員情報の管理について責任

を有する者は JCB となります。 



 

第15条(会員情報の開示、訂正、削除) 

1. 会員等は、当行、JCB および JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社、および共同利用会社に対して、当

該会社がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡

するものとします。 

(１) 当行に対する開示請求：本規約末尾に記載の当行相談窓口へ 

(２) JCB または JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社および共同利用会社に対する開示請求：本規約

末尾に記載の JCB 相談窓口へ 

2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。 

 

第16条(会員情報の取り扱いに関する不同意) 

両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める会員情報の取り扱いについて

承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第 14 条第 1 項(2)③に定める市場調査

を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCB または加盟店等の営業案内等に対する中

止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談

窓口へ連絡するものとします。)。 

 

第17条(契約不成立時および退会後の会員情報の利用) 

1. 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第 14 条に定

める目的(ただし、第 14 条第 1 項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および

同④に定める当行、JCB または加盟店等の営業案内等を除く。)に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用され

ることはありません。 

2. 第 29 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第 14 条に定める目的(ただし、第 14 条第 1 項(2)③に

定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCB または加盟店等の

営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間会員情報を保有し、利

用します。 

 

第3章 デビットショッピング、海外現地通貨引き出しサービス、お支払い方法その他 

第18条(デビット取引の利用限度額) 

1. 会員は、個々のデビット取引にあたっての保留額(第 21 条第 3 項に定める金額をいう。以下同じ。)が(1)と(2)のいずれ

か低い金額を超えない限度において、かつ一定期間の保留額の合計金額が(3)と(4)のうちいずれか低い金額を超えない

限度においてデビット取引を行うことができます。なお、会員が行ったデビット取引の中に第 21 条第 7 項もしくは第 23 条

第 1 項に該当する取引があった場合、または第 21 条第 6 項に定める売上確定情報に記載された売買取引等債務相

当額が保留額を上回るデビット取引があった場合等は、以下の各号の限度を超えて、デビット取引が成立する場合があるこ

とを、会員は了承するものとします。 

(１) 預金口座の預金残高 

(２) 一回当たりの利用限度額(当行が当該限度額を定め、または当行が定めた金額の範囲内において支払責任者が当



該限度額を指定し、当行が承認した場合に限る。) 

(３) 一日当たりの利用限度額(当行が定めた金額、または当行が定めた金額の範囲内において支払責任者が指定し、

当行が承認した金額をいう。) 

(４) 一ヶ月当たりの利用限度額(当行が当該限度額を定め、または当行が定めた金額の範囲内において支払責任者が

当該限度額を指定し、当行が承認した場合に限る。) 

2. 前項(3)(4)に定める「一ヶ月」とは、毎月 16 日から翌月 15 日までの 1 ヶ月間をいい、「一日」とは午前 0 時から起算し

た 24 時間をいいます。いずれも日本時間によります。 

3. 当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行

令において指定された特定の国または地域において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国

PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者

をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。 

 

第19条(デビットショッピングの利用) 

1. 会員は、JCB、JCB の提携会社および JCB の関係会社の認める国内および国外の JCB カードの取扱加盟店(以下「加

盟店」という。)において、本条第 2 項から第 5 項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定

の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することによ

り、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「デビットショッピング利用」とい

う。)。カード使用者が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、第 21 条第 3 項

に基づき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、法人会員の預金口座から引き落としを行った上

で、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。 

2. 会員は、カード使用者が加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、JCB 所定の方法により、カードを提示し、

または非接触 IC カード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行う

こと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことにより

デビットショッピング利用を行うことができます。また、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の

入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、デビッ

トショッピング利用ができることがあります。但し、JCB カードの取扱加盟店(次項から第 5 項の加盟店を含む。)のうち、両

社が定める一部の加盟店では、デビットショッピング利用ができません。 

3. インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店にお

いては、会員は、加盟店所定の方法で、カード番号等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュ

リティコードもしくは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法その他両社が別に定める方法により、

デビットショッピング利用を行うことができます。この場合、カード使用者はカードの提示および売上票への署名を省略すること

ができます。 

4. 両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合に

は、会員は、デビットショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行

い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することが

できます。 

5. 通信料金等両社所定の継続的役務については、会員がカード番号等を事前に加盟店(以下「登録型加盟店」という。)に

登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録したカード番号等に変更

があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申

し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行または JCB が会員に代わって当該変更、退会または会員

資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に退会または



会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、支払責任者は第 29 条第 1

項なお書きおよび第 29 条第 4 項に従い、支払義務を負うものとします。また、法人会員の預金口座の残高不足等により

第 21 条第 2 項に基づくデビット取引が連続して成立しなかった場合、当行または JCB は、会員に対して通知することな

く、登録型加盟店に対し、会員が登録したカード番号等の登録解除を求め、当該求めに応じて登録型加盟店がカード番

号等の登録を解除する場合があることを会員は予め承認するものとします。 

6. 会員のデビットショッピング利用に際しては、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得る

必要があります。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありませ

ん。 

7. デビットショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、

カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。 

(１) 当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じてカード使用者本人の利用であることを確

認する場合があります。 

(２) 当行が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行において法人会員の所在地・電話番号およびカード使用者のカード

番号・氏名その他当該デビットショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が当行に届け出ている会員

情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。 

(３) カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカード利用を保留

または断る場合があります。 

(４) デビットショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの

入力その他両社が別に定める操作を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたは J/Secure(TM)利用

者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、カード使用者によるカード利用を一定期間制限することがあります。 

8. カード使用者がカードを使用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、カード使用者は法人会員の代理

人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は支払責任者が負担するものとし

ます。 

9. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードを利用すること(以下「現金化」

という。)はできません。なお、現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするデビットショッピング利

用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。 

(１) 商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等か

ら現金または現金に類似するものの交付を受ける方式 

(２) 商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購

入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式 

(３) 現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式 

10. 貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、こ

れらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第 18 条に定める金額の範囲

内であったとしても、会員のデビットショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。 

11. 会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、デビットショッピングを利用することができません。なお、当行が別途公表

する日または時間帯は、日本時間となります。 

 

第20条(立替払いの委託) 

1. 会員は、前条第 1 項および次条第 3 項の定めのとおり、カード使用者が加盟店においてカードを利用したことにより、当行

に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わ

りに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際して



は、JCB が認めた第三者を経由する場合があります。 

(１) 当行が加盟店に対して立替払いすること。 

(２) JCB が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が JCB に対して立替払いすること。 

(３) JCB の提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該 JCB の提携会社に対して立替払いすること。 

(４) JCB の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該 JCB の関係会社に対して立替払いし、さらに

当行が JCB に対して立替払いすること。 

2. 商品の所有権は、当行が加盟店、JCB または JCB の提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、デビットショッピ

ング利用代金の全額を当行が預金口座から引き落とすまで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。 

3. 支払責任者は、会員がデビットショッピング利用を行った場合、第 1 項における当行、JCB、JCB の提携会社、JCB の関

係会社または加盟店の各間の支払いの有無にかかわらず、当該デビットショッピング利用金額を第 21 条または第 23 条に

定めるとおり当行に支払うものとします。 

 

第21条(JCB デビットカード取引の決済方法) 

1. 会員が、第 19 条第 2 項から第 4 項に基づき、加盟店においてカードを提示し、または加盟店にカード情報を送信するな

どして、加盟店と商品・権利の売買取引または役務の提供取引(以下「売買取引等」という。)を行った場合、加盟店等が

会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と加盟店等を結ぶ端末

機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを停止

条件としてデビット取引が成立するものとします。 

2. 会員が、第 19 条第 5 項に基づき、カード情報を事前に登録型加盟店に登録する方法により、通信サービス料金、その他

継続的に発生する各種利用代金のデビット取引を行おうとする場合、登録型加盟店が、会員に対する請求金額が確定す

る都度、会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と登録型加盟

店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または当該売上確定情報が当行に到着し

たことを停止条件として、デビット取引が成立するものとします。この場合、会員と登録型加盟店との間の契約に基づく、会

員の登録型加盟店に対する債務の支払期限が到来する前に次項に定める保留手続きがなされる場合があることを、会員

はあらかじめ承諾するものとします。 

3. 第 1 項または第 2 項の定めに従い、デビット取引が成立した場合、当該時点をもって、会員から当行に対して売買取引等

債務相当額の預金引落しの指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、加盟

店等から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、利用情報に記載された金

額を、遅滞なく預金口座から引き落とします。(以下この手続きを「保留手続き」、保留手続きにより引き落とされた金額を

「保留額」といいます。) 

4. 前項に定める保留手続きについては、「普通預金規定」に定める本人確認手続きおよび預金払戻手続、並びに「キャッシュ

カード規定」に定めるキャッシュカード用の暗証番号の入力は不要とします。 

5. 第 3 項に定める保留手続きについて、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利

用情報が当行に到達した後に保留手続きを行うものとします。 

6. 第 3 項に定める保留手続きがなされた後、加盟店等からデビット取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」といい

ます。)が当行に到達したときは、当行は、保留額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を、

第 20 条に規定する方法により立替払いします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に

基づいて保留手続きを行った際の保留額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。この

場合、返金額に利息は付与しません。また、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づ

いて保留手続きを行った際の保留額を上回っていた場合の処理は第 23 条第 2 項の定めによるものとします。 

7. 加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、当行は当該売上確定情報



が到達した後に売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を預金口座から引き落とした上で、第 20 条に規定

する方法により立替払いします。但し、法人会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を

下回っていた場合の処理は、第 23 条第 3 項によるものとします。 

8. 当行が保留手続きにより保留額を引き落とした後に、または当行が前項、第 23 条 1 項もしくは同条第 2 項に基づき支

払責任者から売買取引等債務相当額の全部もしくは一部の支払いを受けた後に、会員が返品・解約等によりデビット取

引をキャンセルした場合、加盟店がデビット取引を取り消す処理を当行所定の方法により行った場合に限り、当行は後日、

所定の手続きにより保留額または会員から支払いを受けた金額(以下、併せて「受領済金額」といいます。)を法人会員の

預金口座に返金します。この場合において、加盟店からデビット取引のキャンセル(以下「キャンセル取引」といいます。)にか

かる利用情報(以下「マイナス利用情報」といいます。)が当行所定の方法により当行に送信された場合、当行はマイナス利

用情報を受信した時点で、マイナス利用情報に基づき受領済金額を暫定的に返金する場合があります(マイナス利用情報

に基づき返金した金額を「暫定返金額」といいます。)。但し、支払責任者と当行との間のキャンセル取引にかかる最終的な

精算は、加盟店から当行所定の方法により当行に送信されたキャンセル取引にかかる売上確定情報(以下「マイナス売上

確定情報」といいます。)に基づき行われるものとし、暫定返金額とマイナス売上確定情報の金額との間に差額がある場合

には、当行所定の方法で当該差額の精算が行われるものとします。なお、加盟店がマイナス利用情報を送信してから当行

所定の期間内にマイナス売上確定情報を送信しなかった場合(当行に送信されたマイナス売上確定情報が当該キャンセル

取引にかかる情報であると当行が確認できなかった場合を含みます。)には、キャンセル取引はなかったものとみなされ、当行

は、暫定返金額の全額を預金口座から再度引き落とします。 

9. 保留手続き完了後、当行が第 20 条に規定する方法による立替払いを行うまでの間、当行が特に必要と認めた場合、会

員の申出に基づき、または当行の判断で、保留額を法人会員の預金口座に返金する場合があります。 

10. 保留手続き完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、保留額を法人会員の

預金口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、第 7 項が準用されます。 

 

第22条(海外利用代金の決済レート等) 

1. 会員が国外でカードを利用した場合等の支払責任者の外貨建債務については、売上確定情報に基づき JCB の関係会

社が加盟店等に第 20 条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なりま

す。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、支払責任者は当行に対する債務を負

担するものとします。 

2. 当行は、利用情報が JCB に到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続き

を行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第 21 条第 6 項の規定

に基づく処理を行います。 

3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会社が加盟店等に第 20 条にかかる代金等を支払った後に、

会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が支払責任者へ返金を行う場合は、原則として、

JCB の関係会社が加盟店等との間で第 20 条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等

にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨に

よるものとします。 

4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が支払責任者へ返金を行う際の換算レートお

よび換算方法は、JCB の関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行

った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換

算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、カード使用者が第 6 項に基づき円貨建のデビッ

トショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき支払責任者へ返金を行う金額は、外貨建ての

返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額



を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 

5. 第 1 項から第 4 項の換算レートは、原則として、JCB 指定金融機関等が指定した基準レート(JCB が別途公表します。)

に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけ

るカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算

方法により円換算することがあります。 

6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、カード使用者が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額

のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受け

て、カード使用者が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、カード使用者が加盟店において提示を

受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第 1 項から第 3 項および第 5 項の適用はあ

りません。なお、加盟店がカード使用者に対して円貨建のデビットショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨

から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第 4

項に基づく返金時のみ、第 5 項は適用されます。) 

 

第23条(預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等) 

1. JCB カード取引システムの休止時間中に到達した利用情報の売買取引等債務額が、JCB カード取引システム稼働後に

保留手続きを行う際の預金口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく保留手続きを行わず、売上

確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を第 20 条に規定する方法により立替払いするとともに、この旨を

法人会員に連絡し、支払責任者に対し、売買取引等債務相当額全額の弁済を請求するものとし、支払責任者は当該

支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。 

2. 加盟店等の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づ

く保留額を上回っていた場合、当行は、保留手続きにより預金口座から引き落とした保留額とは別に、当該売買取引等債

務相当額と当該保留額との差額(以下「追加引落額」という。)を預金口座から引き落とし、売上確定情報に基づく売買

取引等債務相当額の全額(保留額と追加引落額の合計金額)を加盟店等に支払います。この際に、預金口座の残高

が、追加引落額を下回っていた場合、当行は、この旨を法人会員に連絡し、支払責任者に対し、追加引落額の全額の弁

済を請求するものとし、支払責任者は追加引落額の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。 

3. 第 21 条第 7 項に定める場合において、預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回って

いた場合、当行は、この旨を法人会員に連絡し、支払責任者に対し、売買取引等債務相当額の全額の弁済を請求する

ものとし、支払責任者は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。 

4. 前各項の定めるところにより、支払責任者の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビットカード利用により支

払責任者の当行に対する債務が発生した場合、支払責任者からの弁済金の充当順位は、当行が任意に決定することが

できるものとします。 

 

第24条(会員と加盟店との間の紛議等) 

1. 当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟

店網を会員に対して提供しているものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあ

たっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。 

2. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議につい

て、当該加盟店との間で自ら解決するものとし、支払責任者の当行に対する債務の支払拒否の理由にはならないものとし

ます。 

3. 当行が会員と加盟店との紛議に関して必要な調査を実施する場合、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その



他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。 

 

第25条(海外現地通貨引き出しサービスの利用) 

1. 会員は、JCB と提携する国外金融機関等の CD・ATM で現地通貨等の引き出しを行うことができます。その場合、支払

責任者は当行に対し、当行所定の金融機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATM の機種や設置地域、店舗等

により、利用できない取引があり、また、CD・ATM の設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯

があります。 

2. 前項の場合、当行は、カード使用者が CD・ATM から引き出した現地通貨を円換算した金額に金融機関利用料を加算

し、預金口座から引き落とします。また、この場合、第 22 条の規定が準用されます。 

3. 会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、海外現地通貨引き出しサービスを利用することができません。なお、当

行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。 

4. 海外現地通貨引き出しサービスの利用のために、カードを利用して CD・ATM が操作された際等、カードまたはカード情報

の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。 

(１) 当行は、事前または事後に、電話等の方法によりカード使用者本人の利用であることを確認する場合があります。 

(２) カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保

留または断る場合があります。 

 

第26条(明細) 

1. 会員は、別途、両社の定める「MyJCB 利用者規定」、同規定に付帯する「JCB デビット会員向け特則」、「MyJ チェック利

用者規定」および「『MyJ チェック利用者規定』にかかる特則」を承認することにより、WEB サイト上で、デビット取引の利用

履歴を閲覧することができます。会員は、WEB サイト上で利用履歴を閲覧できるか否かにかかわらず、両社が会員のデビッ

ト取引に関する利用明細書を発行しないことを、あらかじめ承認するものとします。 

2. 当行は、デビット取引が行われた際に、会員に対して「MyJCB 利用者規定」に付随する「JCB デビット会員向け特則」第

３条(デビットショッピング利用時等の通知)に基づき E メールで通知を行います。当行が法人会員に対して当該 E メールを

送信したときは、法人会員は速やかに通知の内容が、会員のカード利用の内容と整合していないものがないか、また会員以

外の第三者によるカード利用が含まれていないか、WEB サイト上で利用履歴を閲覧するなどして確認するものとし、それら

の事由があった場合には、直ちに当行に対して届け出るものとします。 

3. 法人会員は、前項に定める通知を受信できるように、両社に届け出た E メールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態に

しなければなりません。 

 

第27条(遅延損害金) 

1. 支払責任者が、会員のデビットカード利用に基づき、当行が指定する期日までに当行に対して支払うべき債務を履行しな

かった場合には、支払うべき金額に対しその翌日から完済に至るまで、年 14.6％の利率を乗じた遅延損害金を支払うもの

とします。 

2. 本規約に基づく利率の計算方法については、別途定める場合を除き、1 年を 365 日(うるう年は 366 日)とする日割方式

とします。 

 



第28条(債権譲渡) 

当行は、当行が必要と認めた場合、当行が支払責任者に対して有するデビットカード利用に係る債権を第三者に譲渡すること、

または担保に入れることがあります。 

 

第28条の 2(取引の制限等) 

当行は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当行が必要と判断する期間、会員のカード利用(デビットショッピング利用、海

外現地通貨引き出しサービスの利用を含むが、それらに限らない。以下同じ。)を停止し、または制限する場合があります。なお、

(1)の理由によりカード利用を停止または制限する場合、支払責任者のその後の支払状況にかかわらず、当行が定める一定期

間、当該停止または制限を継続する場合があります。 

(１) 支払責任者が第 23 条に定める支払責任者の当行に対する債務が当行の指定する日に支払われなかった場合、そ

の他支払責任者の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合 

(２) 前号のほか、会員のカードの利用状況および支払責任者の信用状況等により会員のカード利用が適当でないと当行

が判断した場合 

(３) 会員が第 12 条の 2 に違反しているか、または違反しているおそれがあると当行が判断した場合 

(４) 会員が第 9 条第 1 項第 2 文に基づく資料の提出に応じなかった場合、あるいは第 11 条第 2 項に基づく両社の求

めに対して、回答を拒絶もしくは遅延し、または十分な回答を行わなかった場合 

(５) 前各号のほか、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場合、その他会員のカード利用が適切でない

と当行が合理的に判断した場合 

 

第29条(退会および会員資格の喪失等) 

1. 会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、

カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となりま

す。なお、支払責任者は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従

い支払義務を負うものとします。 

2. 当行が第 2 条、第 3 条または第 6 条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社

は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。 

3. 法人会員が退会する場合、当然にカード使用者も退会となります。 

4. 会員((5)または(9)のときは、それに該当するカード使用者(個人事業主会員を含む。)をいい、カード使用者が(1)、(2)、

(3)、(4)、(6)、(7)、(8)、(10)、(11)、(12)のいずれかに該当したときは、当該カード使用者のみならず、法人会員も含

む。)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(12)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの

通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)においては当行が会員資格の喪失の

通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、法人会員が会員資格を喪失した場合、当然にカード使用者も会員資格

を喪失します。なお、支払責任者は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本

規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、支払責任者は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合に

も支払義務を負うものとします。なお、(9)に該当するカード使用者が個人事業主会員の場合で、当該個人事業主会員

の事業を引き継ぐ旨の申告をした者(以下「事業承継者」という。)から、本契約上の地位の承継を希望する旨の申し出が

あり、当行がこれを認めた場合、事業承継者は法人会員として、本契約上の地位を承継し、この場合、会員資格は喪失

しないものとします。この場合、事業承継者は、第 2 条に定める支払責任者としての義務(契約上の地位を承継する前に

本契約に基づき発生した義務を含む。)を負うものとします。 



(１) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。 

(２) 支払責任者が第 23 条に定める債務等、当行に対する債務の弁済を怠ったとき、その他会員が本規約に違反したと

き。 

(３) 会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。 

(４) 会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。 

(５) 当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。 

(６) 会員、法人会員の役職者等(法人会員の役員、顧問、もしくは従業員または法人会員を実質的に支配しもしくは法

人会員の経営に影響力を行使できる者をいう。以下同じ。)が反社会的勢力に該当することが判明したとき。 

(７) 会員または法人会員の役職員等が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当

な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力

を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。 

(８) 会員または法人会員の役職員等が自らまたは第三者を利用して、当行、JCB または両社の委託先の役員または従

業員(以下、総称して「役職員」という。)に対して、以下の①から⑤のいずれかの行為をしたとき。 

① 暴言、誹謗中傷、威迫的な言動、性的な言動、役職員の人格を攻撃する言動または役職員個人に対する攻

撃的言動・要求 

② 長時間にわたる時間的拘束(電話によるものを含む。)、同じ趣旨の言動を繰り返す行為、執拗な問い合わせ・

要求、または役職員の業務に支障が生じるような対応の要求 

③ 上記①②のほか、役職員の心身または就業環境を害するおそれのある行為 

④ 法的な根拠のない金品の要求、特別対応の要求 

⑤ 上記①②③④のほか、要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上

不相当な行為 

(９) カード使用者が死亡したことを当行が知ったとき、または連絡責任者もしくはカード使用者の親族等からカード使用

者が死亡した旨の連絡が当行にあったとき。 

(１０)会員が第 12 条の 2 に違反したと当行が合理的に判断したとき、または会員が第 9 条第 1 項第 2 文に基づく資

料の提出に応じなかった場合、あるいは第 11 条第 2 項に基づく両社の求めに対して応じず、もしくは十分な回答

を行わなかったとき。 

(１１)会員のカード利用が法令や公序良俗に反し、もしくは法令や公序良俗に反する行為に利用されたと認められると

き、またはそれらのおそれがあると認められるとき。 

(１２)法人会員の預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められ、預金口座

における取引を停止しまたは法人会員に通知することにより預金口座が強制解約されたとき。 

5. 支払責任者が前項(2)に該当する場合において、支払責任者が当行に対して普通預金債権、定期預金債権、特約定

期預金債権、外貨預金債権その他の債権を有する場合には、当行は、これらの預金等を解約することができるものとし、当

行は、当該預金等の返還債務と、デビットカード利用にかかる支払責任者の当行に対する未払債務とを相殺することがで

きるものとします。 

6. カード使用者は、法人会員が、両社所定の方法によりカード使用者によるカードの使用の中止を申し出た場合、その申し

出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。 

7. 当行は、すべてのカード使用者が退会、または会員資格を喪失した場合に、法人会員の会員資格を喪失させることができ

るものとします。 

8. 第 4 項または第 6 項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知すること

ができるものとします。 

9. 第 4 項または第 6 項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返

還するものとします。 



 

第30条(カードの紛失、盗難による責任の区分) 

1. カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカードまたはカード番号等を使用された場合(モバイル端

末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場合等を含む。)、それらのカー

ド利用代金は支払責任者の負担とします。 

2. 前項にかかわらず、会員が自己の意思によらずしてカードの占有を喪失した場合(紛失または盗難による場合をいう。)、会

員がカードの紛失または盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能

なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当行または JCB に両社所定の方法によりその事実を通知す

るとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当行または JCB の請求により両社所定の紛失・盗難届を当行または JCB に提

出したことを条件として、当行は、当該通知を受けたカードについて、当行または JCB が通知を受けた日の 60 日前以降に

他人によってカードまたはカード番号等が使用されたものにかかるカード利用代金を免除します。 

当行が支払責任者のカード利用代金を免除する場合、当行は免除の対象となるカード利用にかかる受領済金額を法人

会員の預金口座に返金しますが、その返金時期は、加盟店等から当行に対して売上確定情報が到達した以降となりま

す。 

3. 会員は、カードを盗取した他人、またはカードもしくはカード番号等を使用した他人が会員または法人会員の役職員等と面

識のある者である場合(ただし、本条に基づき支払責任者がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当

行に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当行の求めに応じて最大限の協力をするものとします。 

4. 第 2 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免除されず、支払責任者は第 1 項に基づいて、

カード利用代金を当行に支払うものとします。 

(１) 会員が第 2 条に違反したとき。 

(２) 法人会員の役職員等、カード使用者の家族もしくは親族(同居の有無を問わない。)、同居人、法定代理人、留守

人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族等の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる会員

の関係者(以下「会員関係者」という。)がカードまたはカード番号等を使用したとき。なお、この場合、会員のカードまた

はカード番号等の管理にかかる過失の有無および会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。 

(３) 会員(法人等にあっては、その理事、取締役または法人等の業務を執行するその他の機関)が類似の過失を繰り返し

た場合もしくは紛失・盗難の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカードを

盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、会員ま

たは会員関係者の故意または重過失によって紛失または盗難が生じたとき。 

(４) 会員が当行もしくは JCB の請求する書類を提出しなかったとき、または当行もしくは JCB 等の行う被害状況の調査

(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。 

(５) 第 2 項に定める通知、警察署への届け出もしくは両社所定の紛失・盗難届、または本項(4)に定める書類もしくは調

査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。 

(６) 会員が第 3 項に違反したとき。 

(７) カードまたはカード番号等の使用の際、登録された暗証番号またはその他の会員の認証情報(各種のパスワード等を

いう。以下同じ。)が使用されたとき(ただし、暗証番号またはその他の認証情報の管理につき、会員に故意または過

失が存在しない場合を除く。)。 

(８) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失または盗難が生じたとき。 

(９) その他本規約に違反している状況において紛失または盗難が生じたとき。 

5. 偽造カード(第 2 条第 2 項および第 3 項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他こ

れに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、支払責任者の負担となりません。 

6. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係



るカード利用代金は、支払責任者の負担とします。 

7. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場

合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴

取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。 

 

第30条の 2(カード番号等の不正利用) 

1. カード番号等を紛失し、または盗難もしくは詐取等(以下「紛失・盗難等」という。)されたことにより、他人にカード番号等を

使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用された場

合を含む。)、それらのカード利用代金は支払責任者の負担とします。 

2. 前項にかかわらず、会員がカード番号等の紛失・盗難等の事実もしくはカード番号等を他人に不正に使用された事実また

はそれらのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合に

は、可能な限り速やかに)、当行または JCB に両社所定の方法によりその事実を通知するとともに、当行または JCB の請

求により両社所定の紛失・盗難等届を当行または JCB に提出したことを条件として、当行は、当該通知を受けたカード番

号等を他人が不正に使用したと認められるもののうち、次項に定める「免責対象カード利用」について、カード利用代金を免

除します。 

当行が支払責任者のカード利用代金を免除する場合、当行は免除の対象となるカード利用にかかる受領済金額を法人

会員の預金口座に返金しますが、その返金時期は、加盟店等から当行に対して売上確定情報が到達した以降となりま

す。 

3. 他人が会員のカード番号等を不正に使用したカード利用のうち、当該カード利用について、第 26 条(明細)第 2 項に基づ

き当行がデビット取引に関する E メールでの通知を法人会員が登録した E メールアドレス宛に送信した日(但し、法人会員

が受信可能な E メールアドレスを当行に届け出ていない場合または第 26 条(明細)第 3 項に違反している場合には、デビ

ット取引があった日)から 60 日以内に、会員が前項に基づき当行または JCB に対して通知をした場合に、当該カード利用

を「免責対象カード利用」として、前項に基づくカード利用代金の免責対象とします。 

4. 会員は、カード番号等を盗取もしくは詐取した他人、またはカード番号等を使用した他人が会員または法人会員の役職員

等と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき支払責任者がカード利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他

人が当行に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当行の求めに応じて最大限の協力をするものとします。 

5. 第 2 項および第 3 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カード利用代金は免除されず、支払責任者は第 1

項に基づいて、カード利用代金を当行に支払うものとします。 

(１) 会員が第 2 条に違反したとき。 

(２) 会員関係者がカード番号等を使用したとき。なお、この場合、会員のカード番号等の管理にかかる過失の有無および

会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。 

(３) 会員(法人等にあっては、その理事、取締役または法人等の業務を執行するその他の機関)が類似の過失を繰り返し

た場合もしくは紛失・盗難等の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人がカード

番号等を盗取することが困難ではない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合

等、会員または会員関係者の故意または重過失によって紛失・盗難等が生じたとき。 

(４) 会員が当行もしくは JCB の請求する書類を提出しなかったとき、または当行もしくは JCB 等の行う被害状況の調査

(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限らない。)に協力しなかったとき。 

(５) 第 2 項に定める通知もしくは両社所定の紛失・盗難等届、または本項(4)に定める書類もしくは調査に対する回答の

内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき。 

(６) 会員が第 4 項に違反したとき。 

(７) カード番号等の使用の際、会員の認証情報が使用されたとき(ただし、認証情報の管理につき会員に故意または過失



が存在しない場合を除く。)。 

(８) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じたとき 

(９) その他本規約に違反している状況において紛失・盗難等が生じたとき。 

6. カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人にカード番号等を使用された場合には本条の適用はなく、

前条が適用されます。 

7. 当行は、前条および本条に定めるカード利用代金の支払責任者による負担およびその免除の要件を将来に向けて変更す

る場合があります。当行が当該変更を行う場合には、原則として 3 ヵ月前までに会員に対して当該変更につき通知します。

ただし、当該変更が専ら会員の利益となるものである場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表の

みとする場合があります。また緊急に変更を行う必要が認められる場合には、会員に対して事前に通知のうえ当該変更を行

うことができます。 

 

第31条(免責) 

1. 当行の責めに帰すべき事由により、法人会員の預金口座から誤って引落しを行い、あるいは、二重に引落しを行った場合

等であっても、当行は、誤って引き落とした金額相当額を預金口座に返金すれば足りるものとし、両社は、事由の如何にか

かわらず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。 

2. 前項のほか、両社が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、両社

の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別

損害等については一切責任を負わないものとします。 

3. 前二項の規定は、両社が故意または重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。 

 

第32条(費用の負担) 

支払責任者は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に

際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の

保全実行のために要した費用を負担するものとします。 

 

第33条(合意管轄裁判所) 

会員は、会員と当行または JCB との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず法人会員の所在地またはカード使用者

の住所地、当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくは JCB(会員と JCB との間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所

在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。 

 

第34条(準拠法) 

会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。 

 

第35条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用) 

会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その

他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。 



 

第36条(会員規約およびその改定) 

本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将

来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは

特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該

改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められ

る場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違

する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。 

 

2024 年 3 月 1 日現在 

※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令

を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。 

 

諸手数料について 

本規約に記載の諸手数料については、以下の当行ホームページをご確認下さい。 

諸手数料：https://www.fukuokabank.co.jp/price/commissions/index.html 

 

JCB デビット用保証委託約款(法人) 

株式会社福岡銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「保証会社」という。また、当行と保証会社を総

称して以下「両社」という。)所定の JCB 法人デビット会員規約(以下「会員規約」という。)にて規定される支払責任者は、次の

各条項を承認のうえ、会員規約ならびに両社所定の JCB デビット(法人用)カードレス発行特約、その他の会員規約に付帯する

特約・規定等(これらの特約・規定等と会員規約を総称して、以下「会員規約等」という。)を内容とする会員と両社間の契約

(以下「デビット契約」という。)に基づき支払責任者が当行に対して負担する債務についての連帯保証を、保証会社に委託しま

す。また、会員等(会員規約第 12 条第 1 項に定義される者をいう。以下同じ。)は、本約款のうち会員等にかかる定めを承認

します。 

なお、本約款の用語の意味は、本約款において別途定義する場合を除き、会員規約の定義に従うものとします。 

 

第1条(保証債務の範囲) 

1. 支払責任者が保証会社に保証委託する債務の範囲は、デビット契約に基づき支払責任者が当行に対して負担する一切

の債務(以下「被保証債務」という。)とします。 

2. 保証会社が審査のうえ、適当と認めた場合、本約款に基づく保証会社による保証委託契約(以下「本契約」という。)が成

立します。本契約は、デビット契約の成立と同時に成立します。 

3. 保証会社は審査の結果、本契約の申し込みをされた方(以下「申込者」という。)との間で、本契約を締結しない場合があ

ります。この場合、申込者と両社との間のデビット契約も締結されません。 

https://www.fukuokabank.co.jp/price/commissions/index.html


 

第2条(保証の解約) 

保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては支払責任者のいずれかに通知することにより、

(2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証

契約も解約することができます。 

(1) 当行から被保証債務に係る連帯保証の解約について同意を得た場合。 

(2) 保証会社が支払責任者の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、支払責任者が保証会社から求償債務の請

求を受けた日から 30 日以内に、支払責任者が第 4 条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合。 

(3) 法人会員の事業の状況、代表使用者の収入の状況または、支払責任者が当行、保証会社もしくは第三者に対して負っ

ている債務の状況その他の信用状態等に基づき、支払責任者の保証を継続することができないと保証会社が判断した場

合。 

(4) 支払責任者等(第 8 条第 1 項に定める者をいう。)が第 8 条第 1 項の一つにでも違反した場合。 

 

第3条(代位弁済) 

支払責任者が当行に対する支払いを怠り、当行が保証会社に対し所定の方法により保証債務の履行を求めた場合、保証会

社は支払責任者に対する事前の通知をしないで保証債務を履行することができるものとします。 

 

第4条(求償権) 

1. 保証会社が当行に対して保証債務を履行したときは、支払責任者は連帯して、以下の各号に定める金員を保証会社に

支払うものとします。 

(１) 保証会社が当行に代位弁済した金員 

(２) 保証会社が弁済のために要した費用 

(３) 前各号について、保証会社が当行に代位弁済した日の翌日から支払済みに至るまで年 14.60％の割合(年 365

日の日割計算。うるう年は 366 日の日割計算。)による遅延損害金 

(４) 前各号の金員を請求するために要した費用 

2. 保証会社が支払責任者のいずれかに対して前項の請求を行ったときは、他の支払責任者に対しても、その効力を生ずるも

のとします。 

 

第5条(事前求償等) 

支払責任者が、次のいずれかに該当する場合は、保証会社は第 3 条の保証債務履行の前に求償権を行使することができるも

のとします。 

(１) 破産、民事再生、特別清算もしくは会社更生その他の法的整理手続きの申立てがあったとき、または金銭の調整に係る

調停の申立てがあったとき。 

(２) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 

(３) 預金その他当行または保証会社に対する債権について差押え、仮差押えもしくは仮処分の申立てまたは滞納処分を受け



たとき。 

(４) 当行に対する債務について期限の利益を喪失したとき。 

(５) 虚偽の申告が判明したとき。 

(６) 支払責任者の信用状態が著しく悪化するなど債権保全のため必要と合理的に認められるとき。 

(７) 会員規約に基づき会員としての資格を喪失したとき。 

 

第6条(充当順位) 

第 3 条に規定される保証会社による代位弁済がなされたときの支払責任者の保証会社に対する債務の支払いがその債務の全

額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、保証会社所定の順序により保証会社が行います。 

 

第7条(届出事項) 

1. 支払責任者が保証会社に届け出た法人会員にかかる法人名、法人代表者、代表使用者、事業内容、実質的支配者、

所在地、電話番号および預金口座等、ならびに代表使用者にかかる住所、電話番号等に変更が生じた場合は、遅滞なく

保証会社に届け出るものとします。また、保証会社が支払責任者に対して、支払責任者の届出内容(変更に関する内容

を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、支払責任者はこれを提出しなければなりません。なお、本項に関する届

け出を当行に行った場合は、当該届け出内容は両社が共有するものとします。 

2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、保証会社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した会員情報そ

の他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったもの

として取り扱うことがあります。また、支払責任者は、保証会社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに

従うものとします。 

3. 第 1 項の届出がないために、保証会社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合に

は、通常到着すべきときに支払責任者に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届出を行わなかったことについて、

支払責任者にやむをえない事情がある場合にはこの限りではありません。 

 

第8条(反社会的勢力の排除) 

1. 支払責任者および申込者(以下併せて「支払責任者等」という。)は、会員等、法人会員等の役員・顧問・従業員または

法人会員等を実質的に支配しもしくは法人会員等の経営に影響力を行使できる者が、暴力団、暴力団員および暴力団

員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標

ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上

記の 9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総

称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三

者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴

力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行

為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。 

2. 保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができ

るものとします。また、保証会社は、支払責任者が前項の規定に違反していると認めた場合には、第 2 条(4)の規定に基づ

き本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。 



3. 前項の適用により、支払責任者等に損害等が生じた場合でも、支払責任者等は当該損害等について両社に請求をしな

いものとします。 

4. 第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 

(１) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 

(２) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 

(３) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員

等を利用していると認められる関係を有する者 

(４) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 

(５) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 

(６) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって

自ら利益拡大を図る者 

 

第9条(会員情報の収集、保有、利用、預託) 

1. 会員等は、保証会社が会員等の会員情報(本項(1)に定めるものをいう。)につき必要な保護措置を行ったうえで以下のと

おり取り扱うことに同意します｡ 

(１) デビット契約を含む保証会社もしくは両社との取引に関する連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理

のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧の会員情報を収集、利用すること。 

① 法人名、法人代表者、カードの利用目的、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号、E メールアドレス

等、法人会員等が入会申込時および会員規約第 9 条等に基づき入会後に届け出た事項。 

② 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、E メールアドレス

等、会員等が入会申込時および会員規約第 9 条に基づき届け出た事項。 

③ 入会申込日、入会承認日、有効期限等、会員等と両社の契約内容に関する事項。 

④ 会員のカードの利用内容、支払責任者の支払状況、会員からのお問い合わせ内容および連帯保証を行うか否

かの審査もしくは債権回収その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。 

⑤ 法人会員等が入会申込時に届け出た年商・損益等、当行または保証会社が収集したデビット利用・支払履

歴。 

⑥ 犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出し

た収入証明書類等の記載事項。 

⑦ 当行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公

的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③④のうち必要な情報が公的機関に開

示される場合があります。)。 

⑧ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。 

(２) 本契約に基づく保証会社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤

⑥⑦⑧の会員情報を当該業務委託先に預託すること。 

2. 会員等は当行、保証会社および保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社が、連帯保証を行うか

否かの審査もしくは保証委託後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第 1 項(1)①②③④⑤の会員情報を共

同利用することに同意します。(保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社は次のホームページにてご

確認いただけます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/ )なお、本項に基づく共同利用に係る会員情報の管理について

責任を有するものは保証会社となります。 

https://www.jcb.co.jp/r/riyou/


 

第10条(会員情報の開示、訂正、削除) 

1. 会員等は、当行、保証会社、共同利用会社および保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社に対

して、当該会社が保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡

するものとします。 

(１) 当行への開示請求：会員規約末尾に記載の当行相談窓口へ 

(２) 保証会社、共同利用会社および保証会社のカード取引システムに参加する保証会社の提携会社への開示請求：

本約款末尾に記載の保証会社相談窓口へ 

2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行、保証会社および共同利用会社は速やかに訂正

または削除に応じるものとします。 

 

第11条(会員情報の取り扱いに関する不同意) 

保証会社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本約款に定める会員情報の取り扱いに

ついて承諾できない場合は、本契約の締結を断ることや、本契約を解約することがあります。 

 

第12条(契約不成立時および退会後の会員情報) 

1. 保証会社が本約款に基づく保証委託の申込を承認しない場合であっても保証委託の申込をした事実は、承認をしない理

由のいかんにかかわらず、第 9 条に定める目的に基づき一定期間利用されます。 

2. 会員規約第 29 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第 9 条に定める目的および開示請求等に必要

な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間会員情報を保有し、利用します。 

 

第13条(合意管轄) 

支払責任者と保証会社の間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず支払責任者の住所地または保証会社の本社、

支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとしま

す。 

 

第14条(約款の改定) 

保証会社は、民法の定めに基づき、支払責任者と個別に合意することなく、将来本約款を改定することができます。この場合、

保証会社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として支払責任者に対して当該改定につき通知します。ただし、

当該改定が専ら支払責任者の利益となるものである場合、または支払責任者への影響が軽微であると認められる場合、その他

支払責任者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。 

 

2024 年 3 月 1 日現在 

※本約款の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、

条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。 



 

会員情報の取り扱いに関する重要事項 

お客様の情報の取り扱いについて下記事項をご確認のうえお申し込みください。なお、会員情報の取り扱いに関する内容の全文

は、カード送付時に会員規約(第 2 章)としてあらためてお届けします。 

 

(定義) 

本重要事項において、以下の用語は、それぞれ以下の意味で用いられるものとします。 

(１)「当行」とは、株式会社福岡銀行をいいます。 

(２)「JCB」とは、株式会社ジェーシービーをいいます。 

(３)「両社」とは、当行と JCB を併せたものをいいます。 

(４)「法人会員」とは、両社所定の入会申込書等により JCB デビットカードの貸与を申し込まれた官公庁、法人、社団、財団

もしくはその他の団体(以下総称して「法人等という。」または個人で事業を営む方(以下「個人事業主」という。)で、両社

が承認した法人等または個人事業主をいいます。 

(５)「法人会員等」とは、法人会員および法人会員として入会を申し込まれた法人等または個人事業主を併せたものをいいま

す。 

(６)「カード使用者」とは、JCB デビットカードの使用者として法人会員によって指定され、JCB デビットカードの貸与を申し込ま

れた個人の方で、両社が入会を承認した方をいいます。 

(７)「カード使用者等」とは、カード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方を併せたものをいいます。 

(８)「会員等」とは、法人会員等とカード使用者等を併せたものをいいます。 

(９)「代表使用者」とは、カード使用者のうち、法人等を代表する権限のある方をいいます。 

(１０)「支払責任者」とは、法人会員と代表使用者を併せたものをいいます。 

 

1.会員情報の収集、保有、利用、預託 

両社は、会員等の会員情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱います。 

株式会社福岡銀行(以下、「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行と JCB を併せて「両社」と

いう。)は、法人会員、法人会員として入会を申し込まれた法人等および個人事業主(以下総称して「法人会員等」という。)な

らびにカード使用者およびカード使用者として入会を申し込まれた方(以下併せて「カード使用者等」といい、「法人会員等」と「カ

ード使用者等」を併せて「会員等」という。)の会員情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱います。 

(１) 本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当行もしくは JCB または両社との取引に関する判断および入会後の管理の

ために、以下の①～⑩の会員情報を収集、利用します。 

① 法人名、法人代表者、カードの利用目的、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号、E メールアドレス等、法

人会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。 

② 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、E メールアドレス等、カ

ード使用者等が入会申込時および入会後に届け出た事項。 

③ 入会申込日、入会承認日、有効期限、会員等と両社の契約内容に関する事項。 

④ 会員のカードの利用内容、支払責任者の支払状況、会員からのお問い合わせ内容およびカードの利用可否判断や

立替払代金回収その他入会後の管理において両社が知り得た事項。 

⑤ 法人会員等が入会申込時および入会後に届け出た年商・損益等、当行または JCB が収集したデビットカード利用・



支払履歴。 

⑥ 犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した本

人確認書類等の記載事項。 

⑦ 当行または JCB が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に

当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①～④のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があり

ます。)。 

⑧ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。 

⑨ インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入

力した氏名、E メールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取

引情報」という。)。 

⑩ インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用し

たパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OS の種類・言語、IP アドレス、位置情報、端

末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。 

(２) 以下の目的のために、上記(1)①～⑤の会員情報を利用します。ただし、会員が本号③の定める市場調査を目的としたア

ンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④の定める営業案内等について当行または JCB に中止を申し出た場

合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。 

① カードの機能、付帯サービス等の提供。 

② 当行の預金事業、貸付事業、JCB のクレジットカード事業、およびその他の当行もしくは JCB または両社の事業(当

行または JCB の定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員

等による加盟店申込み審査および会員等の家族または親族との取引上の判断を含む。)。 

③ 両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。 

④ 両社事業における宣伝物の送付または電話・E メールその他の通信手段等の方法による、当行、JCB または加盟店

その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。 

⑤ 刑事訴訟法第 197 条第 2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提

出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。 

(３) 本契約に基づく当行または JCB の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、上記(1)①～⑩の会

員情報を当該業務委託先に預託します。 

(４) 割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライ

ン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる上の(1)⑨⑩の会員情報を

使用して本人認証を行います。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可

能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求

めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、上の(1)⑨

⑩の会員情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領し

ます。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該会員情報を個人が直接特定できないような形式に置き

換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービ

スにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCB のホームページ内の J/Secure(TM)サービスに関

する案内にてご確認ください。 

(５) 当行、JCB および JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己

との取引上の判断のため、上記(1)①～⑤の会員情報を共同利用します。(JCB カード取引システムに参加する JCB の

提携会社は次のホームページにてご確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/) 

(６) 以下の当行または JCB が会員情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)は、共同

利用会社のサービス提供等のため、上記(1)①～④の会員情報を共同利用します。 

https://www.jcb.co.jp/r/riyou/


⚫ 株式会社 JCB トラベル：旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社 JCB トラベルが運営

する「J-Basket サービス」等の提供のため 

⚫ 株式会社ジェーシービー・サービス：保険サービス等の提供のため 

(７) 上記(5)(6)の共同利用に係る会員情報の管理について責任を有する者は JCB となります。 

 

2.会員情報の開示、訂正、削除 

会員等は、当行、JCB および JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社、および共同利用会社に対して、当該会

社がそれぞれ保有する自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。万一登録内容が不正確または誤りである

ことが判明した場合には、当該会社は速やかに訂正または削除に応じます。 

 

3.会員情報の取り扱いに関する不同意 

両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本事項に定める会員情報の取り扱いについ

て承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、上記 1.(2)③に定める市場調査を目的

としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCB または加盟店等の営業案内等に対する中止の

申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。 

 

4.契約不成立時および退会後の会員情報の利用 

(1) 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、上記 1.に定め

る目的(ただし、1.(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当

行、JCB または加盟店等の営業案内等を除く。)に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありませ

ん。 

(2) 退会の申し出または会員資格の喪失後も、上記 1.に定める目的(ただし、1.(2)③③に定める市場調査を目的としたアン

ケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCB または加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請

求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間会員情報を保有し、利用します。 

 

5．会員情報の開示、訂正、削除等会員の会員情報に関するお問い合わせ窓口 

⚫ 株式会社福岡銀行サービス監査室 

〒810-8693 福岡市中央区大手門 1-8-3 

TEL：0120-338-678 

 

⚫ 株式会社ジェーシービーお客様相談室 

〒107-8686 東京都港区南青山 5-1-22 青山ライズスクエア 

TEL：0120-668-500 

 

MyJCB利用者規定 



本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)または JCB の提携するカード発行会社(以下「カード発行会社」といい、

JCB とカード発行会社を併せて「両社」という)から、JCB ブランドのカードまたは JCB 所定のカード(以下、総称して「カード」とい

う)の貸与を受けた会員が、MyJCB サービスを利用する場合の、両社が会員に提供するサービスの内容、利用方法、その他

JCB または両社と会員との間の契約関係について定めるものです。会員は、本規定に同意のうえ、本規定にかかるサービスの提

供を受けるものとします。 

 

第１条(定義) 

1. 「会員」とは、カードの貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。 

2. 「MyJCB サービス」(以下「本サービス」という)とは、両社が、両社所定の Web サイト(以下「本 Web サイト」という)におい

て提供する第 4 条の内容のサービスをいいます。 

3. 「利用登録」とは、両社が、会員による本サービスの利用を承認した場合に、当該会員を利用者として登録することをいいま

す。 

4. 「利用者」とは、利用登録が完了した会員をいいます。 

5. 「登録情報」とは、利用者が両社に届け出た E メールアドレス、秘密の合い言葉(第 2 条第 5 項に定めるものをいう)その

他の情報および ID・パスワードの情報をいいます。 

6. 「認証情報」とは、ID・パスワード、秘密の合い言葉、ワンタイムパスワード(第 5 条第 4 項に定めるものをいう)および暗号

鍵その他本サービスを利用するための本人確認に用いる情報の総称をいいます。 

7. 「利用端末」とは、利用者が本サービスを利用するために用いる端末をいいます。ただし、端末の機種等によっては利用端末

として用いることができない場合があります。 

8. 「パスキー認証」とは、暗号鍵を用い、かつ利用者が利用端末においてモバイル端末認証(第 5 条第 5 項に定めるものをい

う)を行うことによって、モバイル端末認証を行った者を利用者であると認証する認証方法をいいます。 

9. 「暗号鍵」とは、利用者がパスキー認証を行う際に必要な、利用端末において使用するために、利用者ごと(カードごと)に生

成される電磁的な情報をいいます。 

10. 「パスキー登録」とは、利用者がパスキー認証を行うために、両社所定の方法により、パスキー認証の利用申込みを行い、両

社が承認した場合に、暗号鍵が利用端末に保存されることおよび利用端末の OS にかかるアカウントの ID(以下「OS アカ

ウント ID」という)に紐づくことをいいます。 

 

第２条(利用登録等) 

1. 利用登録の対象者は、会員とします。ただし、一部の法人カード会員その他の両社所定の会員については利用登録できな

いものとします。 

2. 会員は、両社所定の方法により、本サービスの利用者として利用登録されるものとします。 

3. 本サービスの利用登録がなされた会員は、併せて J/Secure(TM)利用者規定に基づく J/Secure(TM)の利用登録もな

されるものとします。ただし、一部 JCB の提携するカード発行会社の会員および JCB 所定のカードの貸与を受けた会員につ

いては、この限りではありません。 

4. 両社は、利用登録に際して、カードごとに、同人を特定する番号(以下「ID」という)およびパスワードを発行します。 

5. 利用者は、本サービスを利用するため、秘密の質問およびその答え(以下、併せて「秘密の合い言葉」という)を登録する必

要があります。ただし、一部のカードについては、この限りではありません。 

6. 利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前の ID およびパスワード

は効力を失うものとします。 

7. 利用者は、原則として、本サービスの利用を任意で中止することはできないものとします。ただし、両社が特に認めた場合に



は、この限りではありません。 

 

第３条(届出情報) 

1. 利用者は、利用者が日常的にメール受信を確認することが可能な E メールアドレスを、両社に対して届け出なければなら

ず、利用登録がなされている期間、両社、JCB またはカード発行会社から送信される E メールを速やかに受信し確認するこ

とが可能な状態を維持しなければならないものとします。 

2. 利用者は、両社に届け出た E メールアドレスを変更する場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。 

 

第４条(本サービスの内容等) 

1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限

のある場合があります。 

(１) カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、

④キャッシング 1 回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その

他のサービス 

(２) JCB の提供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB 優待、④その他のサービス 

(３) 両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス 

(４) その他両社所定のサービス 

2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に

対し、事前に JCB ホームページ等で公表または E メール等で通知します。 

3. 利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利

用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。 

 

第５条(本サービスの利用方法) 

1. 利用者は、本規定のほか、第 4 条第 1 項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および

別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。 

2. 利用者は、本 Web サイトにおいて ID およびパスワードを入力する方法で認証を行って本 Web サイトにログインすること

(以下「ログイン」という)により、本サービスを利用することができるものとします。 

3. 前項にかかわらず、両社は、ログインに際して、ID およびパスワードの入力に加えて、利用者が事前に登録した秘密の合い

言葉の答えの入力を利用者に求める場合があります。この場合、利用者は、ID およびパスワードに加えて、さらに当該答え

を入力するか、または次項に基づき発行されるワンタイムパスワードを入力することで、ログインすることができるものとします。 

4. 前項において、利用者がワンタイムパスワードの入力を選択する場合は、両社は利用者が事前に登録したメールアドレスに、

臨時のパスワード(以下「ワンタイムパスワード」という)を送信します。なお、当社の規定回数を超えて、繰り返しワンタイムパ

スワードの発行が求められた場合、当該 ID の利用は一時的に停止され、利用者が本サービスの利用を再開するためには

改めて利用登録をする必要があります。 

5. 利用者は、両社所定の方法によりパスキー登録がなされ、当該パスキー登録が有効である場合、前三項に基づく認証に代

えて、利用端末のモバイル端末認証(以下の各号のいずれかの方法による認証をいう)が行われることにより、両社所定の方

法で暗号鍵を用いることによってパスキー認証を行い、ログインすることができるものとします。なお、最終ログイン日から両社

所定の日数が経過した場合は、利用者に対する特段の通知なくパスキー登録は解除されるものとします。 

(１) 利用端末を利用するために必要な暗証番号(以下「パスコード」という)を当該利用端末に入力することにより、当該利



用端末の正当な保有者であることを認証する方法 

(２) 利用端末を利用するための認証手続として生体認証機能が当該利用端末に設定されている場合において、生体認

証がなされることにより、当該利用端末の正当な保有者であることを認証する方法 

(３) 前二号のほか、利用端末の OS を提供する事業者が定める認証方法 

6. 利用者が MyJCB アプリにログインしようとする場合であって、MyJCB アプリ利用者規定第 4 条第 2 項に基づきログイン方

法を選択している場合には、利用者がパスキー登録を行っている場合であっても、MyJCB アプリ利用者規定第 4 条第 2

項に基づくログイン方法が適用されることとなります。 

7. 両社は、入力された ID とパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。ただし、パスキー

認証を行う場合は、モバイル端末認証がなされたことにより、暗号鍵が用いられた場合には、当該端末の占有者が利用者

本人であると推定します(なお、パスキー認証は利用者がパスキー登録を行った利用端末以外の端末(以下「他端末」とい

う)においても利用することができるため、他端末において当該他端末のモバイル端末認証がなされた場合であっても、その結

果暗号鍵が用いられた場合には、当該他端末の占有者が利用者本人であると推定します。)。なお、第 5 条の 2 に基づき

おまとめログイン設定がなされている場合は、両社は、おまとめ対象 ID のいずれか 1 つにおいて本条に基づく認証がなされる

ことにより、すべてのおまとめ対象 ID に係るカードに関して、当該認証手続を行った者を利用者本人と推定します。 

 

第５条の２(おまとめログイン設定) 

1. 同一の利用者が JCB、カード発行会社、または両社から複数のカードの貸与を受け、当該カードごとに ID の発行を受けて

いる場合に、JCB 所定の方法でそれら複数の ID を相互に紐付ける設定(以下「おまとめログイン設定」という)をすることが

できます(おまとめログイン設定によって相互に紐付けられた ID を「おまとめ対象 ID」という)。おまとめログイン設定後は、以

下の機能が適用されます。 

(１) おまとめ対象 ID のいずれか 1 つでログインすることにより、他のすべてのおまとめ対象 ID に係るカードについてはログイ

ンすることなく、本サービスを利用することができるものとします。ただし、両社がセキュリティ上必要と判断した場合はこの

限りではありません。 

(２) 利用者がおまとめ対象 ID のいずれか 1 つに係るカードについて、次の情報(自宅住所・自宅電話番号・携帯電話番

号・勤務先住所・勤務先電話番号・通学先・本会員の収入・生計を同一とする方の人数・住宅ローンの有無・家賃

支払いの有無等)の変更を本サービスを利用して届け出た場合、すべてのおまとめ対象 ID に係るカードについて当該

属性情報が一括して変更されます。(これらの情報の一括変更機能の対象外となるカードがあります。対象外となるカ

ードについては、【 https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/omatome-login.html 】に公表します。) 

(３) 利用者がおまとめ対象 ID のいずれか 1 つに係るカードについて、E メールアドレスおよびメール配信の希望有無に関す

る情報の変更を届け出た場合、利用者は、他のおまとめ対象 ID に係るカードについて当該変更の適用有無を選択

することができます。 

2. おまとめログイン設定できるカードの範囲は、カードによって異なります。各カードでおまとめログイン設定できるカードの範囲は、

【 https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/omatome-login.html 】に公表します。なお、家族カードはおまとめログイ

ン設定することができません。 

3. 会員区分の変更(一般カードからゴールドカードへの変更またはその逆の変更等をいう)があった場合、当該変更前のカード

の本サービスの利用登録により発行されていた ID は、自動的に変更後のカードの ID として引き継がれ、変更前のカードに

は自動的に新規の ID とパスワードが発行されます。このとき、変更後のカードに引き継がれた ID と変更前のカードに自動

的に新規発行された ID は、自動的におまとめログイン設定されます。 

4. おまとめログイン設定の解除を希望する場合は、JCB 所定の方法で解除をするものとします。 

 

https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/omatome-login.html
https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/omatome-login.html


第６条(特定加盟店への情報提供サービス) 

1. JCB ブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスの ID およびパスワードを入力することにより、

その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該 ID の対象となる利用者の氏名・会員

番号・カードの有効期限等が JCB より当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。 

2. 両社は特定加盟店サービスに第 1 項で定める情報を提供するのみであり、利用者は、特定加盟店の Web サイト等にお

いて、自ら特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するものとします。両社は、特定

加盟店サービスの内容について一切責任を負わないものとします。 

 

第７条(利用者の管理責任) 

1. 利用者は、自己の認証情報(利用者がパスキー登録を行っている場合には、パスコードならびに OS アカウント ID およびそ

のパスワードを含むものとする。以下同じ。)が本サービスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるもので

あることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。 

2. 利用者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 

3. 自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を

負わないものとします。ただし、利用者が認証情報、端末および第 5 項に定めるクラウドサービス等に利用するための認証

情報等の管理に関して、本条に定める管理責任等に違反していない場合には、両社は利用者の責任を求めません。 

4. 利用者は、自己の認証情報が使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければなら

ないものとします。 

5. 利用者はパスキー登録を行った場合、第 5 条第 7 項に定める内容も考慮の上、暗号鍵を複製(クラウドサービス上に保存

する行為を含む)するか否か、自己の責任において慎重に判断するものとし、暗号鍵を複製した場合には、その結果複製さ

れた暗号鍵が第三者によって使用された場合であっても、本条に基づく責任を負うものとします。また、利用者が暗号鍵を

第三者が提供するクラウドサービスまたはその他のアプリサービス等(以下「クラウドサービス等」という)において保存している場

合には、クラウドサービス等を利用するための認証情報等(ID・パスワードを含むが、それに限られない。)を厳重に管理するも

のとします。 

6. 利用者は暗号鍵を保存している端末を厳重に管理する義務を負い、当該端末の使用について一切の責任を負うものとし

ます。また、当該端末を紛失し、または盗難被害にあった場合には、直ちに両社に連絡し、両社からの指示がある場合には

これに従うものとします。 

 

第８条(利用者の禁止事項) 

利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。 

(１) 自己の認証情報を第三者に譲渡または使用させる行為 

(２) 他人の認証情報を使用する行為 

(３) 本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為 

(４) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本 Web サイトを通じて、または本サービスに関連して使用または提供する行為 

(５) JCB またはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為 

(６) 法令または公序良俗に反する行為 

 

第９条(知的財産権等) 



本サービスの内容または本 Web サイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産権等は、すべて JCB、カ

ード発行会社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をして

はならないものとします。 

 

第１０条(利用登録抹消) 

両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消して利用者の

ID を無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。 

(１) カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合 

(２) 本規定のいずれかに違反した場合 

(３) 利用登録時に虚偽の申告をした場合 

(４) 本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務の履行を行わなかった場合 

(５) 同 ID で連続してログインエラーとなった場合 

(６) その他両社が利用者として不適当と判断した場合 

 

第１１条(利用者に対する通知) 

1. 両社は、利用者が登録した E メールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社

所定の届出をすることにより、両社が必要と判断する通知を除く E メールによる通知、情報提供の中止を依頼することがで

きるものとします。 

2. 両社が登録された E メールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生

した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。 

3. 利用者は第 3 条に基づき届け出た E メールアドレス宛に E メールが受信していないか、適宜確認を行うものとします。また、

利用者が第 3 条第 1 項および第 2 項に定める義務を遵守しなかったために、JCB またはカード発行会社から利用者への

通知が到着しなかった場合または延着した場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員に

やむを得ない事情があり、第 3 条第 2 項に基づく変更届出が遅延した場合はこの限りではないものとします。 

 

第１２条(個人情報の取扱い) 

1. 利用者は、両社が E メールアドレス・電話番号などの登録情報および本サービスの利用に関する情報等の個人情報につ

き、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するものとします。 

(１) 本サービスを提供すること 

(２) 宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること 

(３) 業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること 

(４) 市場調査を目的としたアンケート依頼に利用すること 

(５) 統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。) 

2. 利用者のうち JCB が発行したカードの貸与を受けた会員(家族会員を含むものとし、以下「JCB 発行カード利用者」という)

は、JCB が E メールアドレス・電話番号などの登録情報、本サービスの利用に関する情報および JCB が会員規約に基づき

収集した利用者のカードの利用内容等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ、前項に加えて、以下の目的のた

めに利用することに同意するものとします。 

(１) JCB または JCB が提携する企業の商品やサービス・キャンペーン等の広告の配信(広告配信対象者(JCB 発行カー



ド利用者以外の第三者を含む。以下同じ。)に応じて効果的または効率的に広告を行うために広告配信対象者の趣

味・嗜好を分析する行為を含む)に利用すること 

(２) JCB の公式 SNS アカウント等を用いて JCB 発行カード利用者に対する JCB 発行カード利用者の JCB カードの利

用に関連する各種案内の配信をするために利用すること 

3. JCB は、前項の目的のために、JCB 発行カード利用者の E メールアドレスおよび電話番号を必要な保護措置を行ったうえ

で、前項(1)号の広告を配信する事業者(広告事業者、メディア運営事業者、Web サイト運営事業者等)および前項(2)

号の配信事業を行う SNS 事業者等(以下、併せて「提供先事業者」という)に提供して、提供先事業者に JCB が指定し

た配信を行わせることができるものとし、JCB 発行カード利用者はこれに同意するものとします。なお、提供先事業者は、

JCB から取得した個人情報と提供先事業者が適正に取得した個人情報とを突合することができるものとします。提供先事

業者(外国事業者を含む)と提供する個人情報の利用目的および提供先事業者が講ずる措置等については

https://www.global.jcb/ja/policy/privacy/thirdparty.html にあらかじめ掲載します。また、JCB 発行カード利

用者が https://www.global.jcb/ja/policy/privacy/stop.html に掲載する方法で、JCB が前項(1)号の目的で

JCB 発行カード利用者の個人情報を利用すること、および当該目的のために本項に基づく第三者提供を行うことの中止を

申し出た場合、JCB は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。 

4. 両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供しま

す。 

 

第１３条(免責) 

1. 両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って

合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。 

2. 両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任

を負わないものとします。 

3. 両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害について

は責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を

負わないものとします。 

 

第１４条(本サービスの一時停止・中止) 

1. 両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知

することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。 

2. 両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サ

ービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前に JCB ホーム

ページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊

急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します。 

3. 両社は、第 1 項または第 2 項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないも

のとします。 

 

第１５条(本規定の改定) 

1. 両社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社

https://www.global.jcb/ja/policy/privacy/thirdparty.html
https://www.global.jcb/ja/policy/privacy/stop.html


は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として E メールを送信する方法により、利用者に対して当該改定につ

き通知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認めら

れる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。 

2. 前項にかかわらず、利用者が第 3 条の義務を遵守していない場合、両社は、前項但書の場合に該当するか否かにかかわ

らず、本規定の改定を、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、本 Web サイトに掲載する方法により周知することで

足りるものとします。 

 

第１６条(準拠法) 

本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。 

 

第１７条(合意管轄) 

本サービスの利用に関する紛争について、会員とカード発行会社または JCB との間で訴訟が生じた場合、会員の住所地または

カード発行会社(会員とカード発行会社との間の訴訟の場合)もしくは JCB(会員と JCB との間の訴訟の場合)の本社、支社、

営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。 

 

第１８条(本規定の優越) 

本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先

されるものとします。 

カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCB またはカード発行会社」、「JCB または

(もしくは)両社」を JCB と読み替えるものとします。 

 

附則 

第 1 条第 10 項に定めるパスキー登録の申込みが可能となるカードは、別途両社が公表します。 

 

JCB デビット会員向け特則 

第１条(本特則の適用) 

1. 本特則は、「MyJCB 利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行する

JCB デビットカードの会員に適用されます。 

2. 本特則に定めのない事項については、本規定および JCB デビット会員規約が適用されます。 

 

第２条(本規定の変更) 

1. 本規定第 1 条第 1 項を以下のとおりに変更します。 

「1.「会員」とは、カード発行会社が発行する JCB デビットカードの貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」 



2. 本規定第 4 条第 1 項を以下のとおりに変更します。 

「1.両社の提供する本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制

限のある場合があります。 

(１) カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③利用限度額の設定変更、④メ

ール配信、⑤その他のサービス 

(２) JCB の提供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB 優待、④その他のサービス 

(３) 両社の提供する、①属性照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス 

(４) その他両社所定のサービス」 

3. 本規定第 4 条第 3 項の規定は JCB デビットカードの会員には適用されません。 

 

第３条(デビットショッピング利用時等の通知) 

1. カード発行会社は、本特則第 2 条第 2 項による変更後の本規定第 4 条第 1 項(1)④メール配信サービスの一部とし

て、次の各号の場合に本規定第 11 条に基づき E メールにて通知を行うものとします。なお、家族カードによるデビット取引

に関する次の各号の通知も本会員の E メールアドレス宛に行われ、家族会員の E メールアドレス宛には行われません。 

① 会員に貸与されたカードによるデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用

があり、JCB デビット会員規約に定める保留額または追加引落額が預金口座から引き落とされた場合 

② 会員に貸与されたカードによりデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用

がされようとしたにもかかわらず、当該サービスの利用ができなかった場合であって、その理由がカード発行会社所定の

理由に該当する場合 

③ JCB デビット会員規約第 23 条第 1 項から第 3 項に定める、カード発行会社から本会員への連絡を行う場合 

2. 本会員は、前項各号に定める通知を受信できるように、両社に届け出た E メールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態

にしなければなりません。 

3. カード発行会社は、本会員が両社に届け出た E メールアドレス宛への E メールの送信手続きの完了をもって第 1 項に定め

る通知を行ったものとします。 

4. 本会員が第 2 項に定める義務を怠ったことにより、本会員に対して損害が発生した場合には、両社は一切責任を負わない

ものとします。 

5. 第 1 項に定める通知は、本会員が通知の中止を両社に届け出た場合、行われません。 

6. 第 1 項に定める通知は、本規定第 14 条第 1 項に該当する場合、遅延、一時停止または中止することがあります。 

 

JCB デビット会員(法人)向け特則 

第１条(適用範囲) 

1. 本特則は、「MyJCB 利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、両社所定の JCB デビット会員

規約(法人用)(以下「会員規約(法人用)」という)に定める法人会員(以下「法人会員」という)およびカード使用者(代表

使用者を含み、以下「カード使用者」という)に適用されます。 

2. 本特則に定めのない事項については、本規定および会員規約(法人用)が適用されます。 

 

第２条(本規定の変更) 

1. 本規定第 1 条第 1 項を以下のとおりに変更します。 



「「会員」とは、カード発行会社が発行する JCB ブランドの法人デビットカードの法人会員およびカード使用者をいいます。」 

2. 本規定第 1 条第 6 項を以下のとおりに変更します。 

「「認証情報」とは、ID(第 2 条第 4 項に定めるものをいう)、パスワード、秘密の合い言葉、ワンタイムパスワード(第 5 条

第 4 項に定めるものをいう)、暗号鍵その他本サービスを利用するための本人確認に用いる情報の総称をいいます。」 

3. 本規定第 2 条第 4 項を以下のとおりに変更します。 

「両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した法人会員に対して、同法人会員を特

定する番号(以下「法人専用 ID」という)を発行します。また、両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サー

ビスの利用を承認したカード使用者に対して、カードごとに、同人を特定する番号(以下「使用者専用 ID」といい、「法人専

用 ID」と「使用者専用 ID」を総称して、「ID」という)を発行します。」 

4. 本規定第 4 条第 1 項を以下のとおりに変更します。 

「1.両社の提供する本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制

限のある場合があります。 

(１) カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③利用限度額の設定変更、④メ

ール配信、⑤その他のサービス 

(２) JCB の提供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB 優待、④その他のサービス 

(３) 両社の提供する、①属性照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス 

(４) その他両社所定のサービス」 

5. 本規定第 4 条第 3 項の規定は法人デビットカードの会員には適用されません。 

6. 本規定第 7 条第 1 項を以下のとおりに変更します。 

「利用者は、自己の認証情報(利用者がパスキー登録を行っている場合には、パスコードならびに OS アカウント ID およびそ

のパスワードを含むものとする。以下同じ。)が本サービスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるもので

あることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。会員規約(法人用)に定める代表使用者は「法人専用 ID」およびそ

のパスワードを自己の認証情報の一部として厳重に管理するものとし、カード使用者は自己の「使用者専用 ID」およびその

パスワードを自己の認証情報の一部として厳重に管理するものとします。」 

7. 本規定第 7 条第 3 項を以下のとおりに変更します。 

「自己の認証情報が第三者(自己以外のカード使用者や法人会員のその他の役職員を含む)に使用されたことによる損害

は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。ただし、利用者が認証情報、端

末および第 5 項に定めるクラウドサービス等に利用するための認証情報等の管理に関して、本条に定める管理責任等に違

反していない場合には、両社は利用者の責任を求めません。」 

 

第３条(本規定の追加) 

1. 本規定第 5 条に以下の項を追加します。 

「8.第 2 項にかかわらず、サービスの種類によっては、ログイン後に、両社所定の追加認証が必要となる場合があります。」 

2. 本規定第 7 条に以下の項を追加します。 

「7.法人会員は、自ら本規定および本特則を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってカード使用者をして本規定お

よび本特則を遵守させる義務を負うものとします。」 

 

第４条(デビットショッピング利用時等の通知) 

1. カード発行会社は、本特則第 2 条第 4 項による変更後の本規定第 4 条第 1 項(1)④メール配信サービスの一部とし

て、次の各号の場合に本規定第 11 条に基づき E メールにて通知を行うものとします。なお、①②については、法人会員お



よびカード使用者の E メールアドレス宛、③については法人会員の E メールアドレス宛への通知となります。 

① 会員に貸与されたカードによるデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用

があり、会員規約(法人用)に定める保留額または追加引落額が預金口座から引き落とされた場合 

② 会員に貸与されたカードによりデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用

がされようとしたにもかかわらず、当該サービスの利用ができなかった場合であって、その理由がカード発行会社所定の

理由に該当する場合 

③ 会員規約(法人用)第 23 条第 1 項から第 3 項に定める、カード発行会社から法人会員への連絡を行う場合 

2. 会員は、前項各号に定める通知を受信できるように、両社に届け出た E メールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態に

しなければなりません。 

3. カード発行会社は、会員が両社に届け出た E メールアドレス宛への E メールの送信手続きの完了をもって第 1 項に定める

通知を行ったものとします。 

4. 会員が第 2 項に定める義務を怠ったことにより、会員に対して損害が発生した場合には、両社は一切責任を負わないもの

とします。 

5. 第 1 項に定める通知は、会員が通知の中止を両社に届け出た場合、行われません。 

6. 第 1 項に定める通知は、本規定第 14 条第 1 項に該当する場合、遅延、一時停止または中止することがあります。 

 

一般法人会員向け特則 

第１条(適用範囲) 

1. 本特則は、「MyJCB 利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、両社所定の会員規約(一般

法人用)(以下「会員規約(一般法人用)」という)に定める法人会員(以下「法人会員」という)およびカード使用者(代表使

用者を含み、以下「カード使用者」という)に適用されます。 

2. 本特則に定めのない事項については、本規定および会員規約(一般法人用)が適用されます。 

 

第２条(本規定の変更) 

1. 本規定第 1 条第 1 項を以下のとおりに変更します。 

「1.「会員」とは、JCB ブランドの法人カードの法人会員およびカード使用者をいいます。」 

2. 本規定第 1 条第 6 項を以下のとおりに変更します。 

「6.「認証情報」とは、ID(第 2 条第 4 項に定めるものをいう)、パスワード、秘密の合い言葉、ワンタイムパスワード(第 5 条

第 4 項に定めるものをいう)、暗号鍵その他本サービスを利用するための本人確認に用いる情報の総称をいいます。」 

3. 本規定第 2 条第 4 項を以下のとおりに変更します。 

「4.両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した法人会員に対して、同法人会員を

特定する番号(以下「法人専用 ID」という)を発行します。また、両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サ

ービスの利用を承認したカード使用者に対して、カードごとに、同人を特定する番号(以下「使用者専用 ID」といい、「法人

専用 ID」と「使用者専用 ID」を総称して、「ID」という)を発行します。」 

4. 本規定第 7 条第 1 項を以下のとおりに変更します。 

「1.利用者は、自己の認証情報(利用者がパスキー登録を行っている場合には、パスコードならびに OS アカウント ID およ

びそのパスワードを含むものとする。以下同じ。)が本サービスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるも

のであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。会員規約(一般法人用)に定める代表使用者は「法人専用

ID」およびそのパスワードを自己の認証情報の一部として厳重に管理するものとし、カード使用者は自己の「使用者専用



ID」およびそのパスワードを自己の認証情報の一部として厳重に管理するものとします。」 

5. 本規定第 7 条第 3 項を以下のとおりに変更します。 

「3.自己の認証情報が第三者(自己以外のカード使用者や法人会員のその他の役職員を含む)に使用されたことによる損

害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。ただし、利用者が認証情報、

端末および第 5 項に定めるクラウドサービス等に利用するための認証情報等の管理に関して、本条に定める管理責任等に

違反していない場合には、両社は利用者の責任を求めません。」 

 

第３条(本規定の追加) 

1. 本規定第５条に以下の項を追加します。 

「8.第 2 項にかかわらず、サービスの種類によってはログイン後に両社所定の追加認証が必要となる場合があります。」 

2. 本規定第 7 条に以下の項を追加します。 

「7.法人会員は、自ら本規定および本特則を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもってカード使用者をして本規定お

よび本特則を遵守させる義務を負うものとします。」 

 

大型法人カード使用者向け特則 

第１条(適用範囲) 

1. 本特則は、「MyJCB 利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、両社所定の会員規約(大型

法人用)(以下「会員規約(大型法人用)」という)に定めるカード使用者に適用されます。 

2. 本特則に定めのない事項については、本規定および会員規約(大型法人用)が適用されます。 

 

第２条(本規定の変更) 

1. 本規定第 1 条第 1 項を以下のとおりに変更します。 

「1.「会員」とは、JCB ブランドの法人カードの貸与を受けた者(カード使用者を含む)をいいます。」 

2. 本規定第 2 条第 1 項を以下のとおりに変更します。 

「1.利用登録を行うことができる者は、カード使用者とします。ただし、以下の場合は利用登録できないものとします。 

(１) 法人会員が両社所定の JCB 法人カード WEB サービス利用手続きを行っていない場合 

(２) 法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限する届け出を両社にした場合」 

3. 本規定第 4 条第 1 項を以下のとおりに変更します。 

「1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。 

(１) カード発行会社が提供する、ご利用代金明細照会 

(２) JCB の提供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③その他のサービス 

(３) 両社の提供する、①属性照会、②その他のサービス 

(４) その他両社所定のサービス」4.本規定第 4 条第 3 項の規定はカード使用者には適用されません。 

 

第３条(本規定の追加) 

本規定第 10 条に以下の号を追加します。 

「(7)法人会員が両社所定の JCB 法人カード WEB サービス利用の解約を届け出た場合 



(8)法人会員がカード使用者の本サービスの利用を制限することを両社所定の方法により届け出た場合」 

(MJ100000・20250228) 

 

MyJ チェック利用者規定 

第１条目的 

本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下「カード

発行会社」といい、JCB とカード発行会社を併せて「両社」という)が提供するサービス「MyJCB」(以下「MyJCB」という)の利用

登録(以下「利用登録」という)を受けた会員が第 2 条に定める「MyJ チェック」を利用する場合の条件等を定めるものです。 

 

第２条定義 

本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるも

のと同様の意味を有します。 

(１) 「MyJ チェック」(以下「本サービス」という)とは、本規定に定める例外事由に該当しない限り、会員が会員規約に定める明

細書の送付を受けないようにするサービスをいいます。 

(２) 「MyJ チェック利用者」とは、両社が本サービスの利用を承認した会員をいいます。 

 

第３条対象会員 

1. MyJCB 利用者規定に同意のうえ、MyJCB の利用登録を受けた会員を本サービスの対象会員とします。 

2. 前項のほか、本サービスを利用することができる者の条件は、両社が定めるものとします。 

 

第４条利用の申請 

本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るもの

とします。 

 

第５条本サービスの内容等 

1. カード発行会社は、MyJ チェック利用者に対して、明細書を送付しないものとし、MyJ チェック利用者は「MyJCB」での閲覧

およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類は AdobeReader とします。 

2. 前項にかかわらず、MyJ チェック利用者の明細(カードが個人用の場合には家族会員、法人用の場合にはカード使用者の

利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、カード発行会社は明細書を MyJ チェック利用者に送付し

ます。 

(１) 法令等によって書面の送付が必要とされる場合 

(２) コンビニエンス払込票を使った収納代行による支払いを行っている場合 

(３) MyJ チェック利用者が明細書の送付を希望し、両社が認めた場合 

(４) その他両社が明細書の送付を必要と判断した場合 



3. 第 1 項にかかわらず、キャッシング 1 回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MyJ チェック利用者は、カード発

行会社が当面の間、貸金業法第 17 条第 1 項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第 17 条第 1

項の書面」という)を、ご利用の都度 MyJ チェック利用者に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別

に定める会員規約に貸金業法第 17 条第 1 項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとします。 

4. 両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第 17 条第 1 項の書面に代えて貸金業法第 17 条第 6 項に規定された書

面、および貸金業法第 18 条第 1 項に規定された書面の交付に代えて、同第 3 項に規定された書面を交付することがで

きるものとします。 

5. MyJ チェック利用者は、「MyJCB」によって明細の内容を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環

境などにより、「MyJCB」による確認ができない場合、MyJ チェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することが

できます。 

6. 両社は、MyJ チェック利用者の明細の内容が確定した旨の通知(以下「明細確定通知」という)を、MyJ チェック利用者が

届け出た E メールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は明細確定通知を送信し

ないものとします。 

(１) MyJ チェック利用者が届け出た E メールアドレスに明細確定通知を送信したにもかかわらず、正しく受信されないことが

あった場合 

(２) その他両社が明細確定通知を送信すべきでないと判断した場合 

(３) 標準期間にカード利用がなく、かつ約定支払額が 0 円である場合 

7. 両社は、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、MyJ チェック利用者は、明細確定通知の受信の有

無にかかわらず、「MyJCB」による明細の確認を行うことができるものとします。 

8. MyJ チェック利用者は、「MyJCB」において申請した E メールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。明細確定

通知を受信できないことにより、MyJ チェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わな

いものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限ります。 

 

第６条本サービスの提供終了 

両社は、MyJ チェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJ チェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、明

細書を送付するものとします。なお、本サービスの提供を終了した場合、MyJ チェック利用者はカード発行会社に対し明細書の

発行および送付にかかる明細手数料を会員規約の定めに従い支払うものとします。 

(１) 本規定のいずれかに違反した場合 

(２) その他両社が MyJ チェック利用者として不適当と判断した場合 

(３) MyJCB 利用者規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一のカード番号について再度利用登録を行っ

た場合についてはこの限りではありません 

 

第７条終了・中止・変更 

1. 両社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとします。 

2. 本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。 

 

第８条本規定の改定 

両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該



改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利

益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場

合には、公表のみとする場合があります。 

 

第９条本規定の優越 

本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先

されるものとします。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「カード発行会社および JCB」、「両

社」、「JCB またはカード発行会社」を JCB と読み替えるものとします。 

 

MyJ チェック利用者規定にかかる特則 

第１条本特則の適用 

1. 本特則は、「MyJ チェック利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行する

JCB デビットカードの本会員(個人カードの場合)および法人会員(法人カードの場合)(これらを総称して以下「JCB デビット

カードの会員」という)に適用されます。 

2. 本特則に定めのない事項については、本規定および JCB デビット会員規約(個人カードおよび法人カードに適用されるそれ

ぞれの会員規約を指す)が適用されます。 

 

第２条本規定の変更 

1. 本規定第 5 条第 2 項から第 4 項の規定は JCB デビットカードの会員には適用されません。 

2. 本規定第 5 条第 6 項(3)を以下のとおりに変更します。 

「(3)明細確定通知該当月におけるカード利用による預金口座での決済がない場合」 

3. 本規定第 6 条の規定は JCB デビットカードの会員には適用されません。 

(MJ100001・20240301) 

 

J-POINT プログラム利用規定 

第１条(本利用規定) 

1. J-POINT プログラムとは、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社と

あわせて「両社」という。)が運営するポイントプログラムを利用したサービスをいいます。本利用規定は、J-POINT プログラム

に関する基本的事項を定めるものです。 

2. J-POINT プログラムは両社が定める JCB ブランドカード(以下「カード」という。)に関する契約(以下「JCB 会員規約」とい

う。)に規定する付帯サービスとして提供されます。本利用規定に定めのない事項については、各 JCB 会員規約が適用され

ます。 

3. J-POINT プログラムは、各 JCB 会員規約を承認のうえ、当社よりカード(ただし、ホームページまたはサービスガイド等で両

社が J-POINT プログラムの対象となることを通知・公表しているものに限ります。)の貸与を受けた個人カードの本会員およ

び家族会員、ならびに法人カードの法人会員およびカード使用者(以下総称して「会員」という。)を対象とします。 

4. 家族会員およびカード使用者は、各 JCB 会員規約に基づく代理権、または会員自身の権利により、J-POINT プログラム



を利用することができます。詳細は第 9 条第 1 項の表をご確認ください。 

5. JCB 会員規約(個人用)に規定される本会員、JCB 会員規約(一般法人用)に規定される法人会員、JCB 会員規約

(使用者支払型法人用)に規定されるカード使用者、および JCB 会員規約(法人債務・カード使用者立替用)に規定され

るカード使用者を総称して本会員等といいます。 

6. 本利用規定の用語の定義は、本利用規定で特に定義しない限り、各 JCB 会員規約における定義によります。 

7. 両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、本利用規定を改定できるものとします。この場合、両社は、

当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として本会員等に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定

が専ら会員の利益となるものである場合または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与え

ないと認められる場合には、当社または JCB のホームページ等での公表のみとする場合があります。なお、本利用規定の改

定が、J-POINT プログラムの内容の変更にわたる場合には、第 21 条第 3 項が適用されるものとします。 

 

第２条(J-POINT プログラムの内容および情報の共同利用) 

1. J-POINT プログラムにおける J-POINT(以下「ポイント」という。)とは、会員が各 JCB 会員規約に基づき発行を受けたカー

ドを使用して、ショッピング利用等を行った場合に、両社所定の条件および基準に従い、付与されるポイントをいいます。 

2. 第 9 条第 1 項で規定する交換可能会員は、本会員等に付与されたポイントを、ポイント数に応じて、当社が提供する特

典と交換することができます。 

3. 会員は、当社、JCB、および JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社(以下「JCB の提携会社」という。)が問

い合わせ対応、ポイント管理、および J-POINT プログラムのサービス提供上必要な事務を行うため、JCB 会員規約(個人

用)に規定される会員、JCB 会員規約(使用者支払型法人用)に規定されるカード使用者および JCB 会員規約(法人債

務・カード使用者立替用)に規定されるカード使用者については、住所、氏名、電話番号、会員番号、ポイント残高、会員

の種別、ポイント有効期限、商品交換申込履歴、その他ポイントに関連する情報を、JCB 会員規約(一般法人用)に規

定される法人会員については、住所、法人名・代表者名、電話番号、会員番号、ポイント残高、会員の種別、ポイント有

効期限、商品交換申込履歴、その他ポイントに関連する情報を、共同利用することに同意するものとします。JCB の提携

会社は JCB カードサイト( https://www.jcb.co.jp/r/riyou/ )にてご確認いただけます。 

4. 前項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について、責任を有する者は JCB となります。 

 

第３条(ポイントの付与条件) 

1. 当社は、原則として、会員のショッピング利用代金額 200 円(ただし、一部のショッピング利用については、200 円とは異な

る金額となる場合があります。この 1 ポイントが付与されるショッピング利用代金額のことを「ポイント算定基準額」という。)に

つき 1 ポイントを、次項その他本規定の条件に基づき、本会員等に付与します。ただし、第 4 条に定める一部のショッピング

利用については、ポイント付与の対象外となります。本項に基づき付与されるポイントを「通常獲得ポイント」といいます。 

2. 当社は、カードごとに、標準期間(前月 16 日から当月 15 日までの期間をいう。以下同じ。)の会員のポイント付与の対象

となる各ショッピング利用代金額を各ポイント算定基準額で除した数(小数点以下まで計算されます。)を合算して算出した

数(小数点以下切り捨て)の通常獲得ポイントを約定支払日(ただし、いずれの月の約定支払日に付与されるかについて

は、第 4 項に規定するとおりとします。)に本会員等に付与します。(以下、ポイントを付与する日を「ポイント付与日」とい

う。)また、両社所定のカードについては、標準期間およびポイント付与日が異なるものがあります。なお、事務処理上の都

合により、ポイント付与日が遅延したり、変更になることがあります。 

3. 当社は、通常獲得ポイントとは別に、本会員等にポイントを付与する場合があります。当該ポイントのことを「ボーナスポイン

ト」(なお「優遇ポイント」等と表示される場合もあります。)といい、以下の(1)から(4)はボーナスポイントに含まれます。一部

のポイント交換においては、ボーナスポイントからの特典交換の条件が、通常獲得ポイントからの特典交換の条件と異なる場

合があります。 

https://www.jcb.co.jp/r/riyou/


(１) J-POINT ボーナス制度(第 8 条に定めるものをいう。)に基づき付与されるポイント 

(２) 両社所定の加盟店または両社所定の WEB サイトを介した加盟店でショッピング利用した場合に通常獲得ポイントよ

りも優遇されたポイントが付与される場合の、通常獲得ポイントを超えた部分のポイント 

(３) 当社または両社の実施する各種キャンペーンに基づき付与されるポイント 

(４) 上記のほか、当社または両社が「ボーナスポイント」もしくは「優遇ポイント」等と表示して付与するポイントおよび本規定

にボーナスポイントとして付与する旨規定されているポイント 

4. 本会員等への通常獲得ポイントのポイント付与日はお支払い方法により異なり、下表のとおりとします。ポイント付与日より

前にポイントを付与することはできません。また、ボーナスポイントのうち、前項(1)に定めるポイントの付与日は第 8 条第 4

項に定めるとおりとし、前項(2)、前項(3)および(4)に定めるポイントの付与日は当社または両社所定の日とします。 

お支払方法 ポイント付与日 

ショッピング 1 回払い 当該ショッピング利用代金の約定支払日に一括して付与します。 

ショッピング 2 回払い 当該ショッピング利用代金の各約定支払日に 2 回に分けて付与します。 

ボーナス 1 回払い 当該ショッピング利用代金の約定支払日(8 月または 1 月)に一括して付与します。 

ショッピングリボ払い 
当該ショッピング利用代金の初回約定支払日に一括して付与します。 

ショッピング分割払い 

ショッピングスキップ払い 会員がショッピングスキップ払いを指定する前の当該ショッピング利用代金の約定支払日に 

一括して付与します。 

5. 加盟店から、当社、JCB、JCB の提携会社、または JCB の関係会社に対する付与対象取引にかかる売上伝票または売

上データの到達が遅延するなどの理由により、当社から本会員等への当該ショッピング利用に関する請求時期が遅れ、約

定支払日も遅れる場合があります。この場合、ポイント付与日は、現に会員からカード代金の支払いを受ける約定支払日

となります。 

 

第４条(ポイント付与の対象外取引) 

金融サービス(キャッシング 1 回払い(海外キャッシング 1 回払いを含む)およびキャッシングリボ払い等)における利用代金、手数

料(ショッピングリボ払い手数料・分割払い手数料・スキップ払い手数料など)、費用(年会費など)、および一部のショッピング利用

代金(各種電子マネーチャージ利用代金、募金の利用代金など)(以下総称して「付与対象外代金」という。)については、ポイン

ト付与の対象外となります。また、当社または JCB が指定するショッピング利用については、第 3 条第 1 項に定めるとおり、ポイン

ト算定基準額が 200 円以外の金額となる場合があります。JCB が指定する付与対象外代金およびポイント算定基準額が異

なる利用代金の最新の情報については、JCB カードサイト( https://www.jcb.co.jp/point/pop/excluding.html )をご

参照ください。対象外代金およびポイント算定基準額が異なる利用代金の対象は、変更または追加される場合があり、この場

合、事前に公表または通知します。また、両社所定のカードについては、上記以外の付与対象外代金およびポイント算定基準

額が異なる利用代金が存在する場合があります。詳細は各ご利用ガイドをご参照ください。 

 

第５条(返品、キャンセル、利用金額変更等の場合の措置) 

1. ポイント付与の対象となるショッピング利用(以下「付与対象取引」という。)について、取消もしくは解除、または金額の変更

等がなされたことにより、当社が会員に対してショッピング利用代金の全部または一部の返金(会員の当社に対する債務と

相殺する場合を含む。以下本条において同じ。)を行う場合、当該返金の金額につき、ポイントが減算されます。ポイントの

減算条件については、第 3 条が準用されます。また、ショッピング利用代金の返金時(付与対象取引が行われた時ではな

い。)を基準時として、当該時点で適用されるポイント算定基準額を適用し減算が行われるものとします。 

2. 当社は、前項に基づくポイントの減算を、会員に新たに付与されるポイントと相殺する方法により行うことができます。また当
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社は、ポイント減算額が当該ポイント減算と同時に会員に付与されるポイント数を上回る場合には、その差額につき、当社

が会員に対して既に付与したポイントの残高、または将来付与するポイントから減算するものとします。 

 

第６条(ポイントの確認) 

付与されたポイントの残高は、会員専用 WEB サービス「MyJCB(マイジェーシービー)」、ご利用代金明細書(当社から送付され

る場合に限ります。)にて確認いただくことができます。なお、確認できるポイントの残高は、その時点における最新情報ではないこと

があります。 

 

第７条(他カードへのポイント移行の禁止) 

カードの名義によらず、両社が本利用規定等で定めた場合を除き、あるカードに付与されたポイントを、他のカードへ移行させるこ

とはできません。 

 

第８条(J-POINT ボーナス) 

1. J-POINT ボーナス制度とは、各年度(毎年 12 月 16 日から翌年 12 月 15 日までを一年度とします。以下同じ。)内の

付与対象取引の利用代金(ただし、例外的に、両社所定のカードについては、一部の付与対象外代金が含まれる場合が

あります。)の合計金額が JCB 所定の金額(以下「達成基準金額」という。)に達した場合に、本会員等に対してボーナスポ

イント(本制度に基づき付与されるボーナスポイントのことを「J-POINT ボーナス」という。)を付与する制度です。当社は、J-

POINT ボーナス制度の対象であることを当社または JCB が通知または公表しているカード(以下「J-POINT ボーナス対象

カード」という。)の本会員等に対して J-POINT ボーナスを付与します。J-POINT ボーナス制度の詳細情報については、

JCB カードサイト( https://www.jcb.co.jp/point/j-point-bonus/ )をご参照ください。 

2. 前項に定める利用代金の合計金額の集計対象となる会員の範囲は下表のとおりとします。 

適用される会員規約 利用代金の集計対象とする会員の範囲 

JCB 会員規約(個人用) 本会員および家族会員の利用代金 

JCB 会員規約(一般法人用) 法人会員および全てのカード使用者の利用代金 

JCB 会員規約(使用者支払型法人用) カード使用者ごとの利用代金 

JCB 会員規約(法人債務・カード使用者立替用) カード使用者ごとの利用代金 

3. 加盟店から当社、JCB、JCB の提携会社、または JCB の関係会社に対する付与対象取引にかかる売上伝票または売上

データの到達が遅延するなどの理由により、当社から本会員等への当該ショッピング利用に関する請求時期が遅れ、約定

支払日も遅れる場合があります。この場合において、当社に売上伝票または売上データが到達した日が当該年度内に間に

合わなかった場合には、第 1 項にかかわらず、当該年度の利用代金の合計金額の集計対象とならず、翌年度の利用代

金の合計金額の集計対象として取り扱われる場合があります。 

4. J-POINT ボーナスは、第 1 項に定める利用代金の合計金額が達成基準金額に到達した日が含まれる標準期間の末日

の翌月 12 日に付与されます(例えば、2026 年 1 月 16 日から 2026 年 2 月 15 日の標準期間内に達成基準金額に

到達した場合、2026 年 3 月 12 日にポイントが付与されます。)。ただし、前項第 1 文に該当する事由が発生した場

合、当社に売上伝票または売上データが到達した日を基準として利用代金の合計金額が集計されて達成基準金額への

到達有無が判定されるため、ポイント付与日は翌月以降となります。 

5. J-POINT ボーナス制度は、カード契約ごとに会員に提供されるサービスです。会員が複数の JCB カードを保有している場

合であっても、当該カードの会員の名義が同一であるか否かにかかわらず、異なるカード契約に基づく複数のカードにおける

利用代金の金額を合算したり、あるカードにおける合計金額を他のカードに承継させたりすることはできません。 
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6. 本会員等が両社の承諾に基づき、同一のカード契約内において会員区分の変更(会員規約(個人用)(会員区分の変更)

または会員規約(一般法人用)(法人会員とカード使用者)第 9 項に基づくものをいい、異なるカード契約を新たに締結する

場合は含みません。以下同じ。)をした場合であって、当該変更の結果、会員のカードが J-POINT ボーナス対象カードでは

ないカード(以下「J-POINT ボーナス対象外カード」という。)から J-POINT ボーナス対象カードに変更された場合、会員区

分の変更の効力が発生した日(両社内において、会員区分の変更の登録を行った日をいい、本会員等が会員区分の変

更の希望を申し出た日や本会員等に新たなカード等が届いた日等とは異なります。以下、本条において同じ。)から第 1 項

の利用代金の集計が開始されるものとし、会員区分の変更日前の利用代金額は集計の対象とはなりません。 

7. 本会員等が両社の承諾に基づき、同一のカード契約内において会員区分の変更をした場合であって、当該変更の結果、

会員のカードが J-POINT ボーナス対象カード内で J-POINT ボーナスの付与数等の付与条件が異なるカードに変更され

た場合、当該変更前の利用代金の合計金額は変更後に引き継がれるものとします。また、本会員等に付与される J-

POINT ボーナスの付与数は、会員区分の変更の効力が発生する前に、第 1 項から第 4 項に基づき利用代金の合計金

額が達成基準金額に到達している場合であったとしても、当該達成基準金額に到達した日が含まれる標準期間の末日が

属する当月 20 日(以下「会員区分判定基準日」という。)時点の会員区分に基づき決定されるものとします。 

8. 本会員等が両社の承諾に基づき、同一のカード契約内において会員区分の変更をした場合であって、当該変更の結果、

会員のカードが J-POINT ボーナス対象カードから J-POINT ボーナス対象外カードに変更された場合、会員区分の変更

の効力が発生する前に、第 1 項から第 4 項に基づき利用代金の合計金額が達成基準金額に到達している場合であった

としても、会員区分判定基準日において J-POINT ボーナス対象外カードへの会員区分の変更がなされている場合には、

当該達成基準金額の達成にかかる J-POINT ボーナスは本会員等に付与されません。 

 

第９条(ポイントの交換) 

1. ポイントを特典と交換ができる会員、および交換できるポイントの範囲は下表のとおりです。 

適用会員規約 

交換できる会員 

(以下、「交換可

能 会 員 」 と い

う。) 

家族会員ならびにカード使用者の 

交換の根拠 
交換できるポイントの範囲 

JCB 会員規約 

(個人用) 

本会員および 

家族会員 

家族会員の交換は、 

本会員から授与された代理権による 

第 3 条第 1 項、第 3 項に基づき 

本会員に付与されたポイント 

JCB 会員規約 

(一般法人用) 

法人会員および 

カード使用者 

カード使用者による交換は、 

法人会員から授与された代理権による 

第 3 条第 1 項、第 3 項に基づき 

法人会員に付与されたポイント 

JCB 会員規約 

(使用者支払型法人用) 
カード使用者 

カード使用者の交換は、 

カード使用者自身の権利による 

第 3 条第 1 項、第 3 項に基づき 

カード使用者各自に付与されたポイント 

JCB 会員規約 

(法人債務・カード使用者立替用) 
カード使用者 

カード使用者の交換は、 

カード使用者自身の権利による 

第 3 条第 1 項、第 3 項に基づき 

カード使用者各自に付与されたポイント 

なお、家族会員およびカード使用者は本会員等から授与された代理権に基づき、月ごとの獲得ポイント数およびポイント詳

細、使用済みポイント数、失効ポイントおよび失効予定ポイント数を確認することができます。 

2. 家族会員またはカード使用者が前項の規定に基づきポイントを交換したことにより、本会員または法人会員が不利益を被っ

た場合でも、両社は当該不利益につき責任を負いません。 

3. ポイントは、JCB 所定の次の各号の特典と交換することができます。 

(１) 本会員等の標準期間のカード利用に基づく約定支払額から減算することが可能な現金等価物への交換(約定支払

額からの減算以外の方法で当該現金等価物を使用することはできません。本号に基づく約定支払額の減算のことを

「キャッシュバック」といいます。この場合、(2)号と異なり、個別のショッピング利用代金が減額されるわけではありませ



ん。) 

(２) 次条に基づき提携先ショッピングの支払代金の全部または一部に充当することが可能な現金等価物への交換(この場

合、当該現金等価物は個別のショッピングの支払代金に充当されます。) 

(３) JCB が公表する各種他社ポイント、商品券等への交換 

(４) JCB が公表するその他の商品への交換 

4. JCB は、ポイントと交換できる特典、特典の交換条件、特典を使用する際の条件その他注意事項、および当該特典の交

換申込受付期間がある場合には当該交換申込受付期間、その他の事項等を、WEB サイトへの掲示等の方法により必

要に応じて公表します。会員はそれらの公表された内容を確認し、同意の上で、ポイントを特典に交換するものとします。 

5. JCB は営業上その他の理由により、随時、特典の内容の見直しを行っており、特典の内容を変更する場合があります。特

典に交換申込受付期間がない場合、両社は特定の特典についての交換申込受付を適宜終了する場合がありますが、会

員への影響を考慮して必要に応じて事前に公表します。また、交換申込受付期間がある場合であって、交換申込受付期

間が経過する前であっても、両社への特典の供給が中止された場合等やむを得ない事情が生じた場合には、特定の特典

についての交換申込受付を終了する場合があります。 

6. 交換可能会員は、付与されたポイントを当社が提供する特典以外の金品と交換することはできません。また、一度交換した

特典を、さらに別の特典と交換することはできません。 

7. 両社所定のカードを除き、本会員等が自己の名義で複数のカードを保有する場合、交換可能会員は、これらのカードごと

に付与されたポイントを合計して特典と交換することができます。 

8. ポイントの交換は、原則として失効日が近いポイントから行われます。ただし、両社所定のカード、および前項の合計申込み

が認められている場合において、合計申込み時に、ポイント交換を申込むカードの優先順位を指定した場合はこの限りでは

ありません。 

9. 交換した特典の送付先はカードの送付先または本会員などが指定した住所のみとし、国内に限ります。 

10. 交換した特典の利用にあたって発生する交通費、宿泊代、税金その他の費用については、両社は一切負担いたしません。 

11. 交換した特典に対して生じる公租公課に関する申告、納付等は交換を行った会員および本会員等の責任において行うも

のとします。 

12. 交換可能会員は交換した特典に欠陥があった場合には、特典受領から 3 ヵ月以内に、JCB カードサイト

( https://www.jcb.co.jp/support/ )に記載の問い合わせ方法でその旨を通知するものとします。 

 

第１０条(J-POINTShopping および J-POINTShopping における情報の共同利用) 

1. 「J-POINTShopping」とは、両社もしくは JCB が指定する第三者(以下「提携先」という。)が提供するオンラインサービス

(以下「提携先サービス」という。)において、会員が提携先との契約に基づき、提携先から商品もしくは権利を購入し、また

は役務の提供を受けるにあたって(以下、会員と提携先との間の当該取引を「提携先ショッピング」という。)、提携先ショッピ

ングの支払いの全部もしくは一部にポイントを使用できるサービスをいいます。 

2. 以下の①または②のとき、両社および提携先が承認した場合に、両社は J-POINTShopping の利用登録を行います。

会員は、利用登録が有効になされている期間、本条に基づき、J-POINTShopping のサービスを受けることができます。 

① 提携先サービスにおいて、提携先ショッピングの支払代金の決済手段として、J-POINT プログラムの対象となるカード

番号が登録されたとき。 

② 会員が、両社および提携先所定の手続きに基づき、J-POINTShopping の登録申請を行ったとき。 

3. ポイントの使用方法および使用条件は以下の各号の定めによるものとします。会員が、提携先ショッピングの支払いに使用

するポイント数を指定すると、指定されたポイント数に交換換算レートを乗じた金額が、提携先ショッピングの支払代金の全

部または一部に充当されます。 

(１) 使用ポイント数は、JCB または提携先所定のポイント数単位で、カード決済額を上限として指定いただけます。使用
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できるポイント数単位および交換換算レートは提携先により異なります。提携先ごとの「J-POINTShopping」のサー

ビス等の詳細は、JCB が提携先ごとに定める特約(以下「個別特約」という。)または JCB のホームページ等でご確認く

ださい。 

(２) ポイントの使用を申し込まれた場合、当社または提携先所定のタイミングで、使用したポイント数が最新の保有ポイン

ト数から減算されます。 

(３) 会員が利用できるポイントは、提携先ショッピングの支払代金の決済手段として使用するカードのポイントとなります。複

数のカードのポイントの合算はできません。 

4. 提携先の WEB サイトにおいて、ポイント使用の申込みが完了した場合、原則としてポイントは返還されません。ただし、提

携先との間で提携先ショッピングが取消された場合、第三者による不正使用があった場合、または提携先ショッピングのカー

ド決済不承認等があった場合、当該ポイントの返還に代えて、同ポイント数のボーナスポイントを付与します。ただし、提携

先ショッピングが取消された結果、当該ショッピングで購入した商品等の返品にかかる送料が発生した場合、その返品時の

送料相当分のポイント数を差し引いたポイント数のボーナスポイントを付与します。 

5. 会員が、提携先ショッピングの支払代金の決済手段として、J-POINT プログラムの対象となるカード番号を登録したとき、両

社は、カード番号等の、会員が「J-POINTShopping」を利用するために必要な情報を、提携先から受領します。 

6. 両社は、第 2 項の利用登録がなされた会員につき、当該会員が「J-POINTShopping」を利用するために必要な会員の

個人情報を、当該提携先との間で共同利用します。提携先ごとの、共同利用する者の範囲、共同利用される個人情報

の項目、共同利用者の利用目的および個人情報の管理について責任を有する者については、JCB カードサイト所定のペー

ジ( https://www.jcb.co.jp/terms-and-conditions/ )にて公表いたします。なお、当該共同利用は両社と各提携

先との間の共同利用であり、各提携先間で本項に定める会員の個人情報が共同利用されることはありません。 

7. JCB は、①新たな提携先の追加、②既存の提携先における J-POINTShopping の終了、③個々の提携先における J-

POINTShopping におけるポイントのポイント数単位その他の交換条件、交換換算レート、交換方法等の変更等を行う

ことができます。JCB は、これらの変更(ただし、①の変更は含みません。)を行うことにより会員のポイント使用に不利な影響

(ただし、軽微な影響は含みません。)をおよぼすと認めた場合、3 ヵ月前までに JCB のホームページ等で公表します。なお、

最新の情報は随時 JCB のホームページ等にて確認できます。 

8. 提携先サービスおよび提携先ショッピングは、会員と提携先との間の契約に基づき行われる取引であり、両社は契約主体で

はありません。会員がポイントを使用した提携先ショッピングに関して、商品・権利の引渡し、もしくはサービス提供の有無、ま

たはそれらの商品・権利もしくはサービスが、会員と提携先との間の契約の内容に適合しないこと等につき、会員と提携先ま

たは加盟店との間に生じた紛議については、その紛議が両社の責めに帰すべき事由により生じた場合を除いて、両社は一

切責任を負いません。 

9. 本規定と、個別特約との間に相違がある場合には、個別特約の内容を優先して適用するものとします。 

10. 本サービスの利用登録がされた会員は当社および提携先所定の手続きで申請することにより、利用登録を解除することが

できます。また、両社は、会員に第 15 条第 1 項各号または同条第 2 項各号のいずれかに定める事由が生じた場合に

は、当該会員の利用登録を解除することができます。 

11. 前条第 1 項、第 2 項、第 4 項、第 5 項、第 8 項および第 11 項は、J-POINTShopping にも準用されるものとしま

す。 

 

第１１条(ポイント交換の受付・取消) 

1. ポイント交換の申込みは、以下の①②の要件をいずれも充たす場合のみを有効とします。 

① 当社にて受付がなされた時点において、特典の交換に使用するポイントの有効期限が満了していないこと 

② 第 9 条第 4 項に定める交換申込受付期間内に当社にて受付がなされていること 

2. 当社において交換可能会員からのポイント交換の申込みに対する受付(以下「ポイント交換受付」という。)がなされた時点

https://www.jcb.co.jp/terms-and-conditions/


以降は、交換可能会員は当該申込みをキャンセルすることはできません。前項および本項にいう、「受付がなされた」とは以

下の時点をいいます。 

(１) インターネットでの申込み：画面上で受付完了の表示がなされた時点 

(２) 電話での申込み：受付完了のアナウンスが流れた時点 

(３) モバイルアプリでの申込み：画面上で受付完了の表示がなされた時点 

3. 前項の受付がなされた時点以降、特典の送付やポイントの移行には一定期間を要し、至急発送等の特別対応は一切応

じることができません。 

4. ポイント交換受付がなされたにもかかわらず、ポイント交換手続きが完了しなかった場合(なお、本条第 5 項から第 7 項の

場合はこれに当たりません。)、当社は当該ポイント交換受付に基づき減算したポイントを、本会員等に対し返還するものと

します。この返還は、減算したポイントが通常獲得ポイントかボーナスポイントかにかかわらず、減算したポイント数と同数のボ

ーナスポイントを本会員等に付与する方法による返還とします。ただし、減算したポイントが通常獲得ポイントの場合であり、

かつ、本会員等から、ポイント交換手続きが完了しなかったことについて本会員等および交換可能会員に帰責性がない旨

の申し出を受け、当社がそれを確認できた場合には、同数の通常獲得ポイントを本会員等に付与する方法による返還とし

ます。 

5. 当社が特典を送付したにもかかわらず、発送日から 1 ヵ月間を経過しても交換可能会員による受取がなされなかった場

合、当社は、交換可能会員からのポイント交換の受付を解除、または取り消すことができます。この場合、当社は、当該特

典と交換したことにより既に減算したポイントを、本会員等に対し返還するものとします(なお、減算したポイントが通常獲得

ポイントかボーナスポイントかにかかわらず、減算したポイント数と同数のボーナスポイントを本会員等に付与する方法による

返還とします。)。ただし、減算された元のポイントが返還されたと仮定しても、その時点で当該ポイントの有効期限が経過し

ている場合には、当該ポイントが復活することはありません。 

6. 当社が特典を発送したにもかかわらず、交換可能会員が故意または重過失により特典の受取を拒絶した場合、当社は原

則として前項の解除または取消を行わず、したがって当該特典と交換したことにより既に減算されたポイントは、本会員等に

対して返還されません。当社による特典の保管期間は、当社が最初に特典を発送した日から 2 ヵ月とし、保管期間満了

後は、当社にて、当該特典の廃棄等の処分を行うことができるものとします。 

7. 前項にかかわらず、賞味期限や消費期限のある食品、公演日等の期日が指定された観賞券、その他期限または期日のあ

る特典について、当社が特典を送付したにもかかわらず、当該期限または期日までに受取がなされなかった場合、当社に

て、当該期限または期日の翌日以降に、当該特典の廃棄等の処分を行うことができます。かかる処分を行った場合、当該

特典と交換したことにより既に減算されたポイントは、本会員等に対して返還されません。 

 

第１２条(ポイント交換における制限) 

第 9 条、第 10 条および第 11 条のほか、両社所定のカードにおけるポイント交換については、ポイント移行コース等、一部選択

できない特典があります。詳細は MyJCB、各ご利用ガイド等をご参照ください。 

 

第１３条(ポイントの有効期限) 

1. ポイントの有効期限は以下表のとおり(例えば、ゴールドカードの場合、2026 年 2 月の約定日(10 日)に付与されたポイン

トは 2029 年 2 月 15 日まで有効)となります。ポイントの有効期限に関する詳細情報については、JCB カードサイト

( https://www.jcb.co.jp/point/about/ )をご参照ください。 

一般カード ゴールドカード(*) 

JCB ゴールド ザ・プレミア 

プラチナ 

JCB ザ・クラス 

https://www.jcb.co.jp/point/about/


ポイント付与日から 2 年間(24 ヵ月)

を経過した日が属する月の 15 日 

ポイント付与日から 3 年間(36 ヵ月)を

経過した日が属する月の 15 日 

ポイント付与日から 5 年間(60 ヵ月)を

経過した日が属する月の 15 日 

(*)MyJCB・ホームページ等で両社が上記の有効期限の対象となることを通知・公表しているものに限ります。その他のゴー

ルドカードについては、一般カードの有効期限と同様となります。 

2. 有効期限を満了したポイントは失効します。当社は、失効したポイントに対する復活等の特別措置には一切応じることはで

きません。 

 

第１４条(ポイントの譲渡の禁止) 

本会員等は、付与されたポイントを他人に譲渡または質入したり、他人と共有したり、相続させることはできません。 

 

第１５条(権利の喪失およびサービス停止) 

1. 次の各号に該当する会員は、ポイントの付与、ポイントの特典との交換、その他 J-POINT プログラムのサービスを受けるす

べての権利を喪失します。また、本会員または法人会員が次の各号に該当した場合、その家族会員およびカード使用者も

同様に権利を喪失します。 

(１) 両社が有効期限を更新したカードを発行しないで、カードの有効期限が経過した場合 

(２) カードを退会し、またはカードの会員資格を喪失した場合 

(３) 死亡した場合 

2. 当社は、次の各号に該当する会員に対し、何らの通知なくして、ポイントの付与、ポイントの特典との交換、その他 J-

POINT プログラムのサービスを受ける権利を喪失させ、またはサービスの提供を停止することができます。また、本会員または

法人会員が次の各号に該当した場合、その家族会員およびカード使用者に対しても同様に権利を喪失させ、またはサービ

スの提供の停止をすることができるものとします。 

(１) 各 JCB 会員規約または本利用規定に違反した場合 

(２) 違法行為または不正行為を行った場合 

(３) その他、前各号に準じるものと当社が判断した場合 

3. 当社は、当社に対する支払債務を延滞した会員に対し、何らの通知なくして、ポイントの付与、特典との交換、その他 J-

POINT プログラムのサービスの提供を停止することができます。また、本会員または JCB 会員規約(一般法人用および法

人債務・カード使用者立替用)が適用される法人会員が当社に対する支払債務を延滞した場合、その家族会員およびカ

ード使用者に対しても同様にサービスの停止をすることができるものとします。 

 

第１６条(会員区分の場合の措置) 

本会員または法人会員が、すでに入会済みのカードにおいて、一般カードからゴールドカードへの変更など、会員区分の変更を行

った場合、変更前のカードにおけるポイント残高が変更後のカードに承継されるほか、第 8 条第 6 項から第 8 項の規定が適用さ

れます。 

 

第１７条(トラブル時の対応) 

本会員、法人会員またはカード使用者が、カードの紛失、盗難等のために、JCB よりカードの再発行を受けた場合、紛失・盗難

等がなされたカードにおけるポイント残高は、再発行されたカードに承継されます。他方、紛失・盗難等がなされたカードを退会し



た場合は、新たに入会しても、かかる承継はなされません。 

 

第１８条(カードの紛失または盗難による第三者の不正交換) 

1. カードの紛失または盗難により、第三者に当該カード記載のカード番号を利用して不正にポイントの交換が行われた場合

(以下「不正交換」という。)、これにより減算されたポイントは、本会員等の負担とします。 

2. 前項にかかわらず、会員がカードの紛失または盗難の事実を速やかに当社または JCB に届け出るとともに所轄の警察署へ

届出、かつ当社または JCB の請求により所定の紛失・盗難届を当社または JCB に提出した場合、当社は、本会員等に

対して届出の日の 60 日前以降の不正交換につき、減算されたポイントを返還します。ただし、次の各号のいずれかに該当

するときは、この限りではありません。 

(１) 会員が各 JCB 会員規約のカードの管理に関する規定に違反したとき 

(２) 会員の従業員(法人会員の従業員に限ります。)、家族、同居人等、会員の関係者が不正交換を行ったとき 

(３) 会員またはその法定代理人(法人会員においてはその代表者)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛

失または盗難が生じたとき 

(４) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき 

(５) 会員が当社もしくは JCB の請求する書類を提出しなかったとき、または当社もしくは JCB や捜査機関の行う被害状

況の調査に協力を拒んだとき 

(６) MyJCB に登録されたログイン ID およびパスワードが使用された場合で、これらの管理につき会員に故意または過失が

あったとき 

(７) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失または盗難が生じたとき 

(８) その他各 JCB 会員規約または本利用規定に違反している状況において紛失または盗難が生じたとき 

 

第１９条(カードの紛失または盗難以外の場合における第三者の不正交換) 

カードの紛失または盗難なくして不正交換が行われた場合、会員がカードの不正交換の事実を速やかに当社または JCB に届け

出るとともに、当社または JCB の請求により所定の届出を当社または JCB に提出した場合、当社は、本会員等に減算されたポ

イントを返還します。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 

(１) 会員が各 JCB 会員規約のカードの管理に関する規定に違反したとき 

(２) 会員の従業員(法人会員の従業員に限ります。)、家族、同居人等、会員の関係者が不正交換を行ったとき 

(３) 会員またはその法定代理人(法人会員においてはその代表者)の故意もしくは重大な過失または法令違反によって不

正交換が行われたとき 

(４) 当社または JCB に対する届出の内容が虚偽であるとき 

(５) 会員が当社もしくは JCB の請求する書類を提出しなかったとき、または当社もしくは JCB や捜査機関の行う被害状

況の調査に協力を拒んだとき 

(６) MyJCB に登録されたログイン ID およびパスワードが使用された場合で、これらの管理につき会員に故意または過失が

あったとき 

(７) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に不正交換が行われたとき 

(８) その他各 JCB 会員規約または本利用規定に違反している状況において不正交換が行われたとき 

 

第２０条(システムトラブルへの対応) 



1. 両社は、J-POINT プログラムに使用する電子機器、ソフトウェアなどのシステムにつき、その時点における一般の技術水準に

従って合理的な保守および運用を行います。 

2. 両社は、電子機器、ソフトウェアなどの不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などの

システムトラブルに起因して、本会員等に付与されたポイントに異常が生じた場合には、その時点における一般の技術水準

に従って合理的な措置を講じます。かかる措置にもかかわらず、ポイントの異常が解消されなかった場合、両社に故意または

過失なき限り、ポイントの補償を行わないものとします。 

 

第２１条(サービスの終了、停止、変更等) 

1. 両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または本会員等に通

知することなく、J-POINT プログラムのサービスの全部、または一部の提供を停止し、または内容を変更する措置を取ること

ができるものとします。 

2. 両社は、システムの保守等、J-POINT プログラムのサービスの維持管理に必要な作業のため、必要な期間サービスの提供

を停止することができるものとします。この場合、両社は、事前に JCB のホームページ等で公表または本会員等に通知しま

す。ただし、緊急の場合においてはこの限りではありません。 

3. 両社は、営業上その他の理由により、J-POINT プログラムを終了、または内容の変更を行うことができるものとします。両社

は、内容の変更を行うことにより会員に不利な影響(ただし、軽微な影響を含みません。)をおよぼすと認めた場合、3 ヵ月前

までに JCB のホームページ等で公表または本会員等に通知します。ただし、J-POINT プログラムの終了または、内容の重

要な変更が生じる場合は、6 ヵ月前までに公表または本会員等に通知します。 

4. 両社は、前各項による J-POINT プログラムの終了、停止、変更等によって会員に何らかの損害、不利益が生じた場合で

あっても、故意または過失なき限り、一切責任を負わないものとします。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

●カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「当社」、「両社」、「当社または JCB」、「当社または両社」を JCB と

読み替えるものとします。 

 

J-POINT プログラム利用規定にかかる特則 

第１条(本特則の適用) 

1. 本特則は、J-POINT プログラム利用規定(以下「本規定」という。)に定めるサービス内容に関し、当社が発行する JCB デ

ビットカードの会員に適用されます。 

2. 本特則に定めのない事項については、本規定および JCB デビット会員規約(個人カードに適用される会員規約を「JCB デ

ビット会員規約(個人用)」、法人カードに適用される会員規約を「JCB デビット会員規約(法人用)」といい、これらを総称し

て「JCB 会員規約」という。)が適用されます。 

3. 会員が JCB ブランドのクレジットカードとデビットカードの双方の貸与を受けている場合、クレジットカードに付帯する J-

POINT プログラムについては、本規定のみが適用となります。 

 

第２条(本規定の変更) 

1. 本規定第 1 条第 2 項を以下のとおり変更します。 

「2.J-POINT プログラムは両社が定める JCB ブランドのデビットカード(以下「カード」という。)に関する JCB デビット会員規

約に規定する付帯サービスとして提供されます。」 



2. 本規定第 2 条第 3 項を以下のとおりに変更します。 

「3.会員は、当社、JCB、および JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社(以下「JCB の提携会社」という。)

が問い合わせ対応、ポイント管理、および J-POINT プログラムのサービス提供上必要な事務を行うため、JCB デビット会員

規約(個人用)に規定される会員については、住所、氏名、電話番号、会員番号、ポイント残高、会員の種別、ポイント有

効期限、商品交換申込履歴、その他ポイントに関連する情報を、JCB デビット会員規約(法人用)に規定される法人会員

については、住所、法人名・代表者名、電話番号、会員番号、ポイント残高、会員の種別、ポイント有効期限、商品交換

申込履歴、その他ポイントに関連する情報を、共同利用することに同意するものとします。JCB の提携会社は JCB カードサ

イト( https://www.jcb.co.jp/r/riyou/ )にてご確認いただけます。」 

3. 本規定第 3 条第 2 項を以下のとおりに変更します。 

「2.当社は、カードごとに、標準期間(前月 16 日から当月 15 日までの期間をいう。以下同じ。)の会員のポイント付与の

対象となる各ショッピング利用代金額を各ポイント算定基準額で除した数(小数点以下まで計算されます。)を合算して算

出した数(小数点以下切り捨て)の通常獲得ポイントを標準期間の末日の翌月 1 日に本会員等に付与します。(以下、ポ

イントを付与する日を「ポイント付与日」という。)また、両社所定のカードについては、標準期間およびポイント付与日が異な

るものがあります。なお、事務処理上の都合により、ポイント付与日が遅延したり、変更になることがあります。」 

4. 本規定第 3 条第 4 項の規定はデビットカードの会員には適用されません。 

5. 本規定第 3 条第 5 項を以下のとおりに変更します。 

「5.加盟店から、当社、JCB、JCB の提携会社、または JCB の関係会社に対する売上確定情報の到達が遅延するなどし

た場合、ポイント付与日は、当社に売上確定情報が到着した日が属する標準期間の末日の翌月 1 日となります。」 

6. 本規定第 4 条を以下のとおりに変更します。 

「海外現地通貨引き出しサービスにより引き出した金額および金融機関利用料、JCB 会員規約に定める手数料、費用

(年会費など)、および一部のデビットショッピング利用代金(各種電子マネーチャージ利用代金、募金の利用代金など)(以

下総称して「付与対象外代金」という。)については、ポイント付与の対象外となります。また、当行または JCB が指定するデ

ビットショッピング利用については、第 3 条第 1 項に定めるとおり、ポイント算定基準額が 200 円以外の金額となる場合が

あります。JCB が指定する付与対象外代金およびポイント算定基準額が異なる利用代金の最新の情報については、JCB

カードサイト( https://www.jcb.co.jp/point/pop/excluding.html )をご参照ください。付与対象外代金およびポイ

ント算定基準額が異なる利用代金の対象は変更または追加される場合があり、この場合、事前に公表または通知します。

また、両社所定のカードについては、上記以外の付与対象外代金およびポイント算定基準額が異なる利用代金が存在す

る場合があります。詳細は各ご利用ガイドをご参照ください。」 

7. 本規定第 6 条を以下のとおりに変更します。 

「付与されたポイントの残高は、会員専用 WEB サービス「MyJCB(マイジェーシービー)」および電話(商品申込・カタログ請

求ダイヤル)にて確認いただくことができます。なお、確認できるポイントの残高は、その時点における最新情報ではないことが

あります。」 

8. 本規定第 8 条第 2 項を以下のとおりに変更します。 

「2.前項に定める会員の範囲は、個人カードは本会員および家族会員の利用代金、法人カードは法人会員および全ての

カード使用者の利用代金とします。」 

9. 本規定第 8 条第 3 項を以下のとおりに変更します。 

「3.加盟店から当社、JCB、JCB の提携会社、または JCB の関係会社に対する売上確定情報の到達が遅延するなどし

た場合、当社に売上確定情報が到達した日が当該年度内に間に合わなかった場合には、第 1 項にかかわらず、当該年

度の利用代金の合計金額の集計対象とならず、翌年度の利用代金の合計金額の集計対象として取り扱われる場合があ

ります。」 

10. 本規定第 8 条第 4 項を以下のとおりに変更します。 

「4.J-POINT ボーナスは、第 1 項に定める利用代金の合計金額が達成基準金額に到達した日が含まれる標準期間の

https://www.jcb.co.jp/r/riyou/
https://www.jcb.co.jp/point/pop/excluding.html


末日の翌月 12 日に付与されます(例えば、2026 年 1 月 16 日から 2026 年 2 月 15 日の標準期間内に達成基準

金額に到達した場合、2026 年 3 月 12 日にポイントが付与されます。)。ただし、前項第 1 文に該当する事由が発生し

た場合、当社に売上確定情報が到達した日を基準として利用代金の合計金額が集計されて達成基準金額への到達有

無が判定されるため、ポイント付与日は翌月以降となります。」 

11. 本規定第 8 条第 6 項を以下のとおりに変更します。 

「6.本会員等が両社の承諾に基づき、同一のカード契約内において会員区分の変更(JCB 会員規約に基づくものをいい、

異なるカード契約を新たに締結する場合は含みません。以下同じ。)をした場合であって、当該変更の結果、会員のカード

が J-POINT ボーナス対象カードではないカード(以下「J-POINT ボーナス対象外カード」という。)から J-POINT ボーナス

対象カードに変更された場合、会員区分の変更の効力が発生した日(両社内において、会員区分の変更の登録を行った

日をいい、本会員等が会員区分の変更の希望を申し出た日や本会員等に新たなカード等が届いた日等とは異なります。

以下、本条において同じ。)から第１項の利用代金の集計が開始されるものとし、会員区分の変更日前の利用代金額は

集計の対象とはなりません。」 

12. 本規定第 9 条第 1 項を以下のとおりに変更します。 

「1.JCB デビットカードにおけるポイントを特典と交換ができる会員、および交換できるポイントの範囲は下表のとおりです。 

適用会員規約 

交換できる会員 

(以下、「交換可

能 会 員 」 と い

う。) 

家族会員ならびに 

カード使用者の交換の根拠 
交換できるポイントの範囲 

JCB デビット会員規約 

(個人用) 

本会員および 

家族会員 

家族会員の交換は、本会員

から授与された代理権による 
第 3 条第 1 項、第 3 項に基づき本会員に付与されたポイント 

JCB デビット会員規約 

(個人用)および指定口座振替

特約 

本会員 ― 第 3 条第 1 項、第 3 項に基づき本会員に付与されたポイント 

JCB デビット会員規約 

(法人用) 

法人会員および

カード使用者 

カード使用者による交換は、

法人会員から授与された代理

権による 

第 3 条第 1 項、第 3 項に基づき法人会員に付与されたポイント 

なお、家族会員およびカード利用者は本会員等から授与された代理権に基づき、月ごとの獲得ポイント数およびポイント詳

細、使用済みポイント数、失効ポイントおよび失効予定ポイント数を確認することができます。」 

13. 本規定第 9 条第 3 項を以下のとおりに変更します。 

「3.ポイントは、JCB 所定の次の各号の特典と交換することができます。 

(１) 現金等価物への交換(デビットショッピング利用代金を引き落とす預金口座に当該金額を入金する方法により特典を

交付します。本号に基づく約定支払額の減算のことを「キャッシュバック」という場合があります。この場合、(2)号と異な

り、個別のショッピング利用代金が減額されるわけではありません。) 

(２) 次条に基づき提携先ショッピングの支払代金の全部または一部に充当することが可能な現金等価物への交換(この場

合、当該現金等価物は個別のショッピングの支払代金に充当されます。) 

(３) JCB が公表する各種他社ポイント、商品券等への交換 

(４) JCB が公表するその他の商品への交換」 

 

附則 

1. OkiDoki ポイントプログラム利用規定(以下「改定前規定」という。)から J-POINT プログラム利用規定(以下「改定後規

定」という。)への改定は、2026 年 1 月 12 日(以下「効力発生日」という。)をもって効力が生じるものとします。 



2. 改定前規定に基づき本会員等に付与された OkiDoki ポイント(以下「旧ポイント」という。)は、効力発生日をもって、改定

後規定に基づく J-POINT(以下「新ポイント」という。)に自動的に移行され、本会員等は改定後規定に基づき新ポイント

を利用できます。なお、旧ポイントのボーナスポイントは、新ポイントのボーナスポイントに自動的に移行されます。 

3. 前項に基づく旧ポイントから新ポイントへの移行の換算レートは、旧ポイント 1 ポイントあたり新ポイント 5 ポイントとなります。 

4. 第 1 項にかかわらず、改定後規定第 8 条に基づく J-POINT ボーナス制度の初年度(2025 年 12 月 16 日から 2026

年 12 月 15 日までの年度)の利用代金の集計は、2025 年 12 月 16 日以降の利用代金が集計対象となります。 

5. 改定後規定第 13 条第 1 項に定める「ポイント付与日」は、改定前規定に基づき本会員等に旧ポイントが付与された日

を指すものとします。第 2 項に基づき新ポイントに移行された日ではありません。 

(JPT777・20260112) 

 

JCB デビット(法人用)カードレス発行特約  

第１条(適用範囲) 

1. 本特約は、カード発行会社(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行と総称して「両

社」という。)所定の JCB デビット会員規約(法人用)(以下「会員規約」という。)に基づく JCB デビットカードの貸与の申し

込みの際に、会員規約に定める物理的なカードの貸与を受けることなく、本特約に定める「カードレス発行」を希望した会員

に対して適用されます。 

2. 本特約に定めのない事項については、会員規約およびこれに付随する両社所定の規定・特約等(以下「会員規約等」とい

う。)が適用されます。 

 

第2条(用語の定義) 

本特約におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本特約において特に定めのない用語については、会員規約におけるも

のと同様の意味を有します。 

(１) 「カードレス会員」とは、会員規約に定める会員のうち、本特約を承認のうえ、物理的なカードの発行を受けずにカード情報

のみの発行を受けた方をいいます。 

(２) 「カード情報」とは、会員規約第 2 条第 5 項に定義されるものをいい、カード番号、カードの有効期限およびセキュリティコー

ドの総称です。 

(３) 「カードレス発行」とは、会員に対して、物理的なカードを発行・貸与せず、カード情報のみを発行・貸与することをいいます。 

 

第3条(カード情報の発行、通知) 

1. 当行は、代表使用者に対し、カードレス発行を行い、書面その他の方法によりカード情報を通知します。 

2. カード情報にかかる権利は当行に帰属します。カードレス会員は会員規約に基づき善良なる管理者の注意をもってカード情

報を使用し、管理しなければなりません。カードレス会員は退会した場合、当行の指示に従って直ちにカード情報が記載ま

たは記録された媒体を、他人に使用されない状態にして破棄しなければならないものとします。 

3. 当行は、代表使用者のみにカードレス発行を行います。代表使用者以外の方はカード使用者とはなれません。また当行が

発行するカード番号は 1 つのみです。 

 



第4条(カードレス利用) 

1. カードレス会員は、非対面取引の加盟店においてのみ、カードを提示することなくカード情報の全部または一部を使用するこ

とによりデビットショッピング利用を行うことができます(以下「カードレス利用」という。)。 

2. 法人会員および代表使用者は、会員規約に基づき、カードレス利用その他会員規約および本特約に基づき法人会員また

は支払責任者が負担する一切の債務について連帯して当該債務を負担するものとします。 

3. カードレス会員は、会員規約に基づき提供を受けられる付帯サービスの一部について、サービスの提供を受けることができな

い場合があります。 

4. 会員規約等に定める「カード」とは「カード情報」を指すものとします。 

5. 前項の定めにかかわらず、会員規約第２条(JCB デビットカード)第２項から第 4 項、第７条(暗証番号)、第１９条(デ

ビットショッピングの利用)第２項、第２５条(海外現地通貨引き出しサービス)および第３０条(カードの紛失、盗難による

責任の区分)第１項から第４項、第３０条の２(カード番号等の不正利用)第６項の他、カードレス発行において発生す

る可能性がない事象にかかる会員規約等の定めは、カードレス会員に対して適用されません。 

6. カードレス発行を行った場合、当行は、事後的にも、物理的なカードを発行することはできません。カードレス会員が物理的

なカードを希望する場合、カードレス会員は、両社所定の方法により本特約が適用されるカードを退会し、あらためて物理

的なカードが発行されるカードに入会申込みする必要があります。なお、この場合、カードレス会員は、退会によりポイント等

を含む退会前にカードレス会員に対して生じた権利を失い、物理的なカードに引き継ぐことができません。 

 

第5条(本特約の改定) 

本特約の改定は、会員規約の定め(会員規約およびその改定)が適用されます。 

 

J/Secure(TM)利用者規定 

第１条(目的) 

本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)および JCB の提携するカード発行会社(以下「カード発行会社」とい

い、JCB とカード発行会社を併せて「両社」という。)が両社の会員に提供する認証サービスである J/Secure(TM)の内容、利用

方法、その他両社と会員との間の契約関係について定めるものです。会員は、本規定に同意のうえ、J/Secure(TM)を利用す

るものとします。 

 

第２条(定義) 

本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、会員規約または

MyJCB 利用者規定におけるものと同様の意味を有します。 

(１) 「J/Secure(TM)」とは、両社が会員に提供する第 4 条等に定める認証サービスをいいます。 

(２) 「J/Secure(TM)利用登録」とは、第 3 条に定める手続きを行った会員について、両社が当該会員を J/Secure(TM)利

用者として登録することをいいます。 

(３) 「J/Secure(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用登録を完了し、両社から J/Secure(TM)の利用の承認を得た者を

いいます。 

(４) 「J/Secure(TM)参加加盟店」とは、加盟店のうち、会員が加盟店においてインターネット等によるオンライン取引等の通信



手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引によるショッピング利用を行おうとするに際して、J/Secure(TM)に

よる本人認証に対応した加盟店をいいます。 

(５) 「ワンタイムパスワード」とは、J/Secure(TM)利用者が J/Secure(TM)の認証手続を行おうとする際に都度発行を受け、

1 回に限って利用できるパスワードのことをいいます。 

(６) 「固定パスワード」とは、J/Secure(TM)利用者が J/Secure(TM)の認証手続を行おうとする際に利用する固定のパスワ

ードをいい、MyJCB サービスのパスワードと同一のパスワードを指します。 

(７) 「パスワード」とは、ワンタイムパスワードと固定パスワードの総称を指します。 

(８) 「MyJCB アプリ」とは、J/Secure(TM)利用者が MyJCB アプリ利用者規定に基づき利用するアプリケーションをいいます。 

(９) 「MyJCB アプリ認証」とは、第 6 条第 2 項に基づき、MyJCB アプリを用いて行う J/Secure(TM)の認証方法をいいま

す。 

 

第３条(J/Secure(TM)利用登録) 

1. 会員は、両社所定の方法により、J/Secure(TM)利用者として J/Secure(TM)利用登録されるものとします。 

2. 前項にかかわらず、両社は、会員による J/Secure(TM)の利用が不適当と判断した場合には、当該会員の

J/Secure(TM)利用登録を認めない場合があります。 

3. J/Secure(TM)利用登録は、カードごとに行うものとします。なお、同一のカードについて再度 J/Secure(TM)の利用登録

を行った場合、従前の J/Secure(TM)の利用登録は効力を失うものとします。 

 

第４条(J/Secure(TM)の内容等) 

1. J/Secure(TM)のサービス内容は、以下のとおりとします。 

(１) 会員が J/Secure(TM)参加加盟店においてインターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取

引その他両社が特に認めた取引によるショッピング利用を行おうとするに際して、当該加盟店におけるショッピング利用

の全部または一部について、第 5 条および第 6 条に定める方法で、会員の本人認証を行うサービス 

(２) 前号に付随するその他サービス 

2. 両社による J/Secure(TM)のサービスは無料です。ただし、J/Secure(TM)を利用する際に通信会社に対して生じる通信

料は、J/Secure(TM)利用者の負担となります。 

3. 両社は、営業上、セキュリティー上、またはその他の理由により、J/Secure(TM)のサービスの内容を変更または中止するこ

とができます。この場合、両社は、E メール、WEB サイトその他の方法で、J/Secure(TM)利用者に対し、公表または通知

します。 

 

第５条(認証方法) 

1. J/Secure(TM)の認証方法は、以下のいずれかの方法とします。 

(１) ワンタイムパスワードを入力する方法 

(２) MyJCB アプリ認証を利用する方法 

(３) 固定パスワードを利用する方法 

2. 前項にかかわらず、両社は J/Secure(TM)の認証方法を追加または変更する場合があります。 

3. J/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法により、第 1 項に定める認証方法のうちいずれの方法によって

J/Secure(TM)の認証を行うか選択するものとします。ただし、J/Secure(TM)利用者の登録状況、カード発行会社、通



信・設備の状況その他の事情により、第 1 項に定める認証方法の一部しか選択できない場合、および両社が認証方法を

指定し、または J/Secure(TM)利用者の選択した認証方法を一時的にもしくは継続的に変更する場合があり、

J/Secure(TM)利用者はこれらをあらかじめ了承するものとします。 

4. 第 1 項にかかわらず、両社は、J/Secure(TM)利用者に対して事前に通知または公表のうえ(ただし、緊急の場合には事

前の通知および公表を行うことなく)、第 1 項に定める認証方法のいずれかを廃止する場合があります。この場合、廃止され

る認証方法を選択している J/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法により他の認証方法に変更するものとします。ま

た、両社は廃止される認証方法を選択している J/Secure(TM)利用者の認証方法を他の方法に変更する場合があり、

J/Secure(TM)利用者はこれをあらかじめ了承するものとします。 

5. ワンタイムパスワードの送付方法は、J/Secure(TM)利用者が両社に登録した E メールアドレス宛に E メールを送信する方

法、または J/Secure(TM)利用者が両社に登録した携帯電話番号宛にショートメッセージ(SMS)を送信する方法のいず

れかとなり、J/Secure(TM)利用者はワンタイムパスワードの送付先を選択するものとします。ただし、送付先の初期設定は

E メールを送信する方法となります。 

 

第６条(利用方法等) 

1. 前条第 1 項(1)または(3)の方法による認証を行う場合、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店にお

けるショッピング利用に際して、両社が要求した場合に、パスワードを入力するものとします。両社は、入力されたパスワード

と、両社が発行しまたは登録されたパスワードが一致した場合は、その入力者を J/Secure(TM)利用者かつ会員と推定し

て扱います。 

2. 前条第 1 項(2)の方法による認証を行う場合、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店におけるショッピ

ング利用に際して、両社が要求した場合に、MyJCB アプリを用いる両社所定の方法により、当該ショッピング利用を承認す

るものとします。両社は、MyJCB アプリにより当該ショッピング利用が承認されたことをもって、当該行為を行った者を

J/Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。 

3. 両社は、前二項の認証結果を J/Secure(TM)参加加盟店に通知します。 

4. J/Secure(TM)利用者は、第 1 項および第 2 項の定めのほか、両社が定めるその他の規定、注意事項等および両社が

公表する内容、制約および方法に基づいて、J/Secure(TM)を利用するものとします。 

 

第７条(J/Secure(TM)利用者の管理責任) 

1. J/Secure(TM)利用者は、自己のパスワードが J/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、厳重にその

管理を行うものとします。 

2. J/Secure(TM)利用者は、自己が両社に登録した E メールアドレスまたは携帯電話番号宛に第 5 条第 5 項に基づきワ

ンタイムパスワードが送信されることを認識し、E メールアドレスおよび携帯電話端末等を厳重に管理するものとします。 

3. J/Secure(TM)利用者は、MyJCB アプリ認証において、MyJCB アプリを利用する端末が J/Secure(TM)において使用

されるものであることを認識し、当該端末の悪用防止機能を適切に利用するものとし、また当該端末の保管等につき、厳重

に管理するものとします。 

4. J/Secure(TM)利用者が J/Secure(TM)参加加盟店以外の加盟店においてショッピング利用を行う場合には、本規定

に基づく認証が行われることはなく、会員規約に基づきショッピング利用がなされます。また、J/Secure(TM)参加加盟店に

おけるショッピング利用の場合であっても、常に第 5 条および第 6 条に定める方法による本人認証が行われるわけではあり

ません。したがって、会員が J/Secure(TM)利用登録をした場合であっても、J/Secure(TM)利用者は引き続き、会員規

約第 2 条に基づき、カード情報を善良なる管理者の注意をもって管理する義務を負います。 

5. J/Secure(TM)利用者が第 5 条第 1 項(2)の認証方法を選択している場合であっても、同条第 3 項または第 4 項に基



づき、固定パスワードによる認証が求められる場合もありますので、引き続き固定パスワードを厳重に管理するものとします。 

6. J/Secure(TM)利用者は、パスワードまたは認証に使用する端末等の紛失・盗難等の事実もしくは J/Secure(TM)によ

る認証を他人に不正に利用された事実またはそれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに(ただし、直ちに通知することが

不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、両社に両社所定の方法でその事実を通知するととも

に、被害状況およびパスワードや端末等の管理状況等についての両社による調査に協力するものとします。また、

J/Secure(TM)利用者は、認証に使用する端末等の紛失、盗難または詐取等に遭い、それにより J/Secure(TM)による

認証を他人に不正に利用された場合には、速やかに所轄の警察署に届け出を行うものとします。 

7. 他人にカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手

段として使用された場合を含む。)であって、その際にパスワードが使用されたときには、それらのカード利用代金は本会員の

負担とします。ただし、パスワードの管理につき、J/Secure(TM)利用者に故意または過失が存在しない場合には、この限り

ではありません。 

8. 他人にカード番号等を使用された場合(モバイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバイル端末等が決済手

段として使用された場合を含む。)であって、その際に MyJCB アプリ認証が行われたときには、それらのカード利用代金は原

則として本会員の負担としますが、会員規約(カードの紛失、盗難による責任の区分)第 1 項から第 4 項および(カード番

号等の不正利用)第 1 項から第 7 項が適用されるものとします。ただし、それらの条項が適用されることに加えて、

J/Secure(TM)利用者が本規定に違反した場合には、会員規約(カードの紛失、盗難による責任の区分)第 2 項または

(カード番号等の不正利用)第 2 項にかかわらず、カード利用代金は本会員の負担とします。 

 

第８条(J/Secure(TM)利用者の禁止事項) 

J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)のサービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。 

(１) 自己のパスワードを第三者に開示し、使用させ、または譲渡する行為 

(２) 他人のパスワードを使用する行為 

(３) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを J/Secure(TM)のサービスに関連して使用または提供する行為 

(４) JCB またはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為 

(５) 法令または公序良俗に反する行為 

 

第９条(知的財産権等) 

J/Secure(TM)の内容、情報など J/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべて JCB、その他の

権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはなら

ないものとします。 

 

第１０条(J/Secure(TM)利用登録の解除等) 

1. 両社は、J/Secure(TM)利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、当該利用者の

J/Secure(TM)利用登録を解除することができるものとし、また、当該利用者の J/Secure(TM)のサービスの利用を停止

することができるものとします。 

(１) カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合 

(２) MyJCB サービスの利用登録が抹消された場合 

(３) 本規定のいずれかに違反した場合 



(４) J/Secure(TM)利用登録時に虚偽の申告をした場合 

(５) その他両社が J/Secure(TM)利用者として不適当と判断した場合 

(６) 第 5 条第 4 項に基づき J/Secure(TM)利用者が選択している認証方法が廃止される場合であって、廃止日までに

他の認証方法に変更がなされなかった場合 

2. 前項に基づき、J/Secure(TM)利用登録が解除された場合または J/Secure(TM)のサービス利用が停止された場合、当

該会員は J/Secure(TM)参加加盟店においてショッピング利用を行うことができない場合があり、会員はこれをあらかじめ

認めるものとします。 

第１１条(個人情報の取扱い) 

1. J/Secure(TM)利用者は、両社が J/Secure(TM)の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行っ

たうえ以下の目的のために利用することに同意します。 

(１) 宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用すること 

(２) 業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること 

(３) 統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。) 

2. 両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託しま

す。 

 

第１２条(免責) 

1. 両社は、J/Secure(TM)のサービスに使用する電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技

術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものでは

ありません。 

2. 両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、J/Secure(TM)のサービスの利用に起因して生じた

J/Secure(TM)利用者の損害について、責任を負わないものとします。 

3. 通信障害、通信状況、J/Secure(TM)の利用する端末やソフトウエアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に

起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、J/Secure(TM)利用者が正常に本規定に定めるサービス

の提供を受けられなかったこと、またはカードを利用できなかったことにより、J/Secure(TM)利用者または第三者に損害また

は不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。 

4. 両社は、故意または重大な過失による場合を除き、J/Secure(TM)利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生

じた損害については責任を負いません。 

5. J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議に

関し、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間で処理するものとします。 

 

第１３条(J/Secure(TM)の一時停止・中止) 

1. 両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表または

J/Secure(TM)利用者に通知することなく、J/Secure(TM)のサービスの全部または一部の提供を停止する措置をとること

ができるものとします。 

2. 両社は、システムの保守等、J/Secure(TM)の維持管理またはセキュリティーの維持に必要な対応を行うため、必要な期

間、J/Secure(TM)の全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は J/Secure(TM)利

用者に対し、事前に JCB ホームページ等で公表または E メール等で通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティーの

確保、システムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、



J/Secure(TM)のサービスの提供を停止します。 

3. 両社は、第 1 項または第 2 項に基づく J/Secure(TM)のサービスの停止に起因して J/Secure(TM)利用者に生じた損

害について、一切責任を負わないものとします。 

 

第１４条(本規定の改定) 

両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定し(本規定と一体をなす規定・特約等を新た

に定めることを含みます。)、または本規定に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改

定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益

となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合に

は、公表のみとする場合があります。 

 

第１５条(準拠法) 

本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。 

 

第１６条(合意管轄裁判所) 

J/Secure(TM)の利用に関する紛争について、J/Secure(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかか

わらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判

所とすることに同意するものとします。 

 

第１７条(本規定の優越) 

J/Secure(TM)の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定

が優先されるものとします。 

 

(読替規定) 

カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、条文中の「両社」および「カード発行会社」を「JCB」と読み替えます。 

 

(JS100000・20250228) 

 


